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議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ６番   平 野 敏 彦 議員 

 

 ７番    山   忠 議員 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（小向正志君） 

 

 おはようございます。 

 修礼を行いますので、ご起立お願いします。 

 礼。 

 ご着席ください。 

 

会議成立 

開議宣告 

西館議長  ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、８番、馬場正治議員は、本日所用のため欠席との申し出

がありましたのでご報告いたします。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 

 

 西館議長  日程第１、議案第２号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

 それでは、議案第２号について説明申し上げます。 

 議案第２号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案は、現委員であります１９名の方々が本年３月３１日をも

って任期が満了となることから、後任の委員として農業委員定数

及び委員候補者選考委員会設置に基づき、委員候補者の募集手続

及び委員候補者選考委員会審査決定を経て、佐々木明博氏を農業

委員会委員として任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第

８条第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。

佐々木明博氏は本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の

審査において委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委

員として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満

場のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑ございませんか。９番、沼端議員。 

 

質疑 ９番 

（沼端 務君） 

 ９番、沼端です。 

 今ちょっと１点気になりました。１点というか、提案理由の中

で町長、今現委員の農業委員の方１９人というのは間違いなく１

９人なんですか。１７人かなというその１点と、あと、事務的な

もの、もう１つです。 

 この方式になってから前回もこういう方式で、公募を農業従事

者の方、各界のいろいろなところで公募というか、私にもその公

募する用紙が来ました。それが大体何通、何名の方にお知らせし

ているのかなという部分と、仮にこの１９、きょう上がっている

議案の全体の流れで、今確認します。１９名という定数の中で公

募で来たのは１９名なのか。それとも多かったのか。多い場合は

この審議会のほうで調整するものなのか。それともこの議場での

という話になるのかというところですね。まずそこをお願いしま

す。 

 

 西館議長  答弁を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

 

答弁 農業委員会事務局長 

（西舘道幸君） 

 今、最初の質問の現職の人数ですけれども、大変失礼いたしま

した。１６名ということになります。訂正させていただきます。 

 あと、何名の方に通知を出したかということですけれども、人

数的な部分はございませんけれども、当課から関係団体に、こう

いう募集がありますよということで、ＪＡ、農協さんであります

とか、南部地域の共済組合、あとは稲生川土地改良区、十和田、

奥入瀬川南岸、そして東部土地改良区といった団体と、あとは認

定農業者の方が当町に１７０名ほどおりますので、そちらの方々

と、あとは農業委員現職の方、そして推進委員現職の方というこ

とで、あとは各町内会長にもこういう募集がありますというお知

らせを出しております。 
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 以上です。 

 

質疑 ９番 

（沼端 務君） 

 人数はどうなんですか。その公募の中で…… 

 

 西館議長  ９番議員さん、再質問でお願いします。（「答弁漏れでないか」

の声あり） 

 最終的に何人あったのか。 

 

答弁 農業委員会事務局長 

（西舘道幸君） 

 最終的には１９名の募集で、それで選考委員会に諮ったという

ことになります。 

 

 西館議長 ９番議員。 

 

質疑 ９番 

（沼端 務君） 

 今少し答弁漏れのようなところもあるんですけれども、仮に、

昔はというか前は、農業者、この農業委員を決めるのに登録制だ

ったじゃないですか。例えば、６０日以上農業に従事する人のあ

れで、例えば選挙前、何年に、３年だか４年のこの任期、毎年の

ように登録をしてくださいという形で農業委員のときの選任の

とき、そこから今度また、そういう今の窓口はここというか、公

職選挙法のもとで選挙を行うのが、前の農業委員のあり方だった

気がします。前回からこういう形で一般農業者にも通知して、そ

れとまた各関係機関にお知らせして、どうですか推薦、あるいは

推薦してくださいということで出していると思います。その中

で、だから今この定数１９という中に、何人来ましたかという。

仮に今足りなかったよ、どんぴしゃり１９人だったよというのは

いいです。仮にこれがオーバーだったら、どこで調整がかかるか。

やっぱりここに上がる前に審議会がありましたよね、たしか。あ

ると思います。そこでの調整が第一になるんですかというところ

ですね。 

 前回、前のときにも、たしか私農業委員の会長の山崎さんに、

なる人が前回は少ない、それでお願いしたということも、推薦で

あったのかなという声で記憶しているんですよ。その中で、やっ

ぱり今はこういう高齢化の時代、若い世代とあと女性の方の登用

もどうですかという話もした思いがあります。その中で、そうい

うことで、例えば現農業委員の方々、現職の方々でやっぱりこう
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いう人選するのに選んでくるじゃないですか。推薦してくる、ど

うですかというやりとりがある中で、今思っているんですけれど

も、そういうこともあっても、女性が入ってもいいのかなという

部分と、こうやって１９名の略歴を見ると、団体名を見てみると、

ほとんど南岸関係。うちのほうの地区にかかわる改良区というの

は、稲生、南岸さん、あと東部さん、この３つの役職の方々が入

っていますから、いろいろこのおいらせ町の優良農地をつくるに

は網羅されているのかなと。あと、各種審議会、農地振興何とか

といろんな方がいるから、今回このメンバーでいってもおかしく

はないのかなと思っているんです。 

 そこら辺をもう少しお願いします。 

 

 西館議長  農業委員会事務局長。 

 

答弁 農業委員会事務局長 

（西舘道幸君） 

 答弁漏れ、大変失礼いたしました。 

 審査会の中で、選考会議の中で１９名に絞って議会に提案する

ということになります。 

 先ほど言いました女性の方とか若手農業者の部分につきまし

ても、町の団体でありますＶｉＣ・ウーマンの方でありますとか、

生活改善グループとか、そういう女性のグループの方にも、そう

いう農業委員会の募集がありますよということで通知を出して

はおりましたけれども、なかなかなり手がなかったということで

す。 

 以上です。 

 

 西館議長 ９番議員。 

 

質疑 ９番 

（沼端 務君） 

 事情はわかりました。 

 理想的には、やっぱりこれから農業者はどうしても全般的に高

齢化が進んでいるというのが事実だと思います。本当に私も農業

従事している中で、本当に自分の息子にうまくつなげられるかな

というのは不安な部分が多々あるところもありますが、やっぱり

そこで優良農地というか、本当に、きのう町長も言っていたとお

り、ここら辺の米も劣らない部分とかというのはあると思って、

自分も自負しながらつくっているものですから、水稲地帯、畑地
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帯というそういう部分では、本当にこの農業委員会の役割がこれ

から大変というか、本当に好き勝手にやると、何ですか、水田で

もやっぱり虫食い状態になって、ここは畑とか、ずっと田んぼの

中に畑があったりとかと、管理しにくいところの現状も出てくる

のかなと、開発行為にあっても、いろいろな部分では、農業委員

会に携わる方々の役割というのは大きいと思っております。 

 その部分では、本当にこれからも将来を見据えた活動という部

分でお願いしたいと思います。 

 いいです、答弁は要りません。（「……１９名と説明したから、

いつから１９名か、あるいはさっきあんたは１６名と言ったべ。

そうするとその３人は途中で減ったのか、最初から減っていると

なっているから、訂正……」の声あり） 

 

 西館議長  その部分に加えて、沼端議員は、前は登録制だったでしょうと、

今はどうなんですかという意味も含めて登録制だった、それから

法改正があったことも触れてほしいと思います。 

 農業委員会事務局長。 

 

答弁 農業委員会事務局長 

（西舘道幸君） 

 以前は選挙制度ということで、農業をやれる方がメーンとして

やっていたかと思います。あとは、議会の代表者とかということ

で選任されていたということですが、現在は法改正がありまし

て、２８年からは今みたいな、町長が任命するという中身になっ

ております。 

 先ほど町長の提案にありました１９名というのは、当初から、

３年前に任命されたときに１６名の方で委員が任命されており

ますので、ちょっと提案の理由のところが間違っていたというこ

とで、訂正を先ほど述べたところであります。 

 以上です。 

 

 西館議長 ほかにありませんか。６番平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番です。 

 私も、２８年に法改正があって、町長が任命するようなシステ

ムになって、現行の制度になっているというのはわかりましたけ

れども、この町長が任命する基準というのがちょっと定かでない
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んですけれども。 

 例えば、今、沼端議員が言ったように、農業に従事する日数が

何日以上とか、こういう条件というのがあったら、お聞かせをい

ただきたいと思います。 

 

 西館議長  答弁を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

 

答弁 農業委員会事務局長 

（西舘道幸君） 

 任命の基準といいますか応募資格の要件の中に、これは農業委

員会等に関する法律第８条１項の中に、該当する方は資格があり

ませんという要件がありまして、その中には、破産手続の開始の

決定を受けて復権を得ない者あるいは禁固以上の刑に処せられ

ている者ということで、特にこの改正法の中では、住所、年齢、

耕作している要件の規定の定めがありません。そして、国籍等の

条項についてもありませんので、これについては当町でも同じよ

うな取り扱いで募集をしているということになります。 

 以上です。 

 

 西館議長 ６番議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 そうすると、端的に言えば、ここに居住している外国人でも町

長が任命することができるということで理解をしていいという

ことで、実際にそうすると職種は問わない、居住して応募して審

査会で通れば、町長が任命するというシステムになっているとい

うことで、理解してよろしいですか。 

 

 西館議長  農業委員会事務局長。 

 

答弁 農業委員会事務局長 

（西舘道幸君） 

 その中には、あとは認定農業者が過半数以上を占めるという要

件と、あとは利害関係がない方が含まれるという要件が含まれる

ということでございます。 

 以上です。 

 

 西館議長 ６番議員。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 当町の場合は、認定農業者の数というのが相当あるように私記

憶していますけれども、ただ、認定農業者の場合も高齢者になれ

ばたしか外れていくなという思いがありますけれども。これを見

ても、どうも認定農業者の数が委員として入っているのが少ない

んじゃないかなという思いがあるんですけれども、やはりこれは

推薦する人がない、自薦の人もないということでこういうふうに

なっているのか。 

 それと、さっき答弁した形での部分で、特別に規定といいます

か規制がかかっていない、そういうもので本当の農業の実態を委

員として議論できるのかなという思いがあるので、大ざっぱにこ

のぐらいの枠で、こういう知識を持っている人、こういう形とい

うものの行政としての、担当としての範囲というのは、全然定め

がないんですか。 

 

 西館議長  農業委員会事務局長。 

 

答弁 農業委員会事務局長 

（西舘道幸君） 

 平野議員がおっしゃるように、それほど前みたいに必ずしも農

業者である必要はないという趣旨のことで、広く農業に携わる以

外の方もそういう農地を守る活動に積極的に参加してほしいと

いう思いで、恐らくこういう制度設計になっているのかなと思っ

ております。 

 以上です。 

 

 西館議長  ほかにありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。ありませんか。 

 佐々木議員。 

 

討論 １３番 

（佐々木光雄君） 

 進め方です。 

 ２号から２１号まで皆さんにお諮り願いたいんですよ。厳正な

る審査の結果、ここに提案しているわけですから、１本ずつやっ

ていくよりも一括で、私はもう提案して進めたほうがいいと思い

ますけれども、皆さんにお諮り願いませんか。 
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 西館議長  わかりました。 

 私議長の方針としましては、人事案件ですので一本一本やりた

いと。それから、全部ある中での、この人にだけ例えば意義があ

るということは、非常に皆さんの発言上、差しさわりがあるとい

う判断のもと、一件一件私は進めたいと思っていましたが、ただ

いま佐々木議員より動議というか、そういう進め方はいかがです

かという案が出ましたが、これについて。 

 ４番、髙坂議員。 

 

 ４番 

（髙坂隆雄君） 

 今、休憩ですか。（「いや、休憩じゃないです」の声あり） 

 髙坂です。 

 前回は一件一件、たしか投票だったと思います。同じようなや

り方をしたらいかがですか。（「議長、討論入っているんだよ。休

憩するだけしないと」の声あり） 

 

 西館議長  わかりました。 

 今、じゃあ４番、髙坂議員から一件一件進めたほうがいいとい

うふうに出ましたので、原則どおり進めます。 

 反対の討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての討論を終わります。 

 これから議案第２号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  次に、日程第２、議案第３号、おいらせ町農業委員会委員の任

命につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第３号に入る前に、議案第２号で説明を若干訂正しなけれ

ばならなくなったことを深くおわび申し上げます。 
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 それでは、議案第３号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてご説明申し上げます。 

 本案は、議案第２号と同様に、佐々木四僂氏を農業委員会委員

として任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により議会の同意を求めるものであります。佐々木四僂氏

は本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査において

委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員として適任

者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場のご同意を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、佐々木四僂氏は、利害関係を有しない者に該当する者で

あります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番です。 

 議長、ちょっと確認しますけれども、先ほど髙坂議員が言った

投票というのは、採択にならないんですか。 

 

 西館議長  一件一件進めるということには違いはありませんけれども、表

決については、原則は簡易採決、いわゆる異議なしということで

あれば、それで決します。そして、異議ありあるいは投票という

声が１人でもあると、本来であれば次は起立表決ということにな

るわけですが、人事案件につき起立案件はうまくないという通説

がありますので、それに従って、私としては一人でも投票あるい

は異議ありということになれば、投票したいと思っています。投

票でいきます。（「あればですか」の声あり）あればです。何もな

ければ簡易採決ということにします。つまり起立採決はしないと

いうことです。どうぞ。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 先ほど髙坂議員は、前回にならって投票で一件一件進めたほう

がいいという質問だったと思うんですけれども、私はやはり前回

にならってというふうなのだったら、そういう形で進めたほうが
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いいんじゃないかなと思うんですけれども。やはり１件ずつやっ

ていくということですから、もうちょっと髙坂議員のところの趣

旨を理解してもらったほうがどうかなと思いますけれども。 

 

 西館議長  私の判断としては、髙坂議員の質問は一件一件やったほうがい

いじゃないですかという話をしたのは、私はそれはわかります。

ただ、投票でということには及んでいないというふうに私は判断

しました。ですから、一件一件はやりますと。前回は前議長の判

断で全て投票ということにしましたけれども、私の場合は全て投

票でなくてもいいと。投票が必要なものは投票するけれども、簡

易採決でできるものは異議なしというところからも、表決すると

判断しておりますので、それで進めます。 

 暫時休憩します。 

  （休憩 午前１０時２４分） 

 西館議長  休憩を解きます。 

  （再開 午前１０時２４分） 

 西館議長  引き続き会議を再開します。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３号について採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「投票でお願いします」の声あり） 

 （議員席） ＊＊投票の声＊＊ 

 西館議長  投票という声がありましたので、議長の職権で、本当は１名の

同意が必要なんですが、同意なしに１名でも投票ということにな

りましたので、無記名投票を行います。（「賛同者はいましたか」

の声あり）賛同者はいないんだけれども、議長判断で。（「ちゃん

と……賛同者いないとき投票できますか」の声あり）議長の判断

でやります。 
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 局長より説明させます。 

 

 事務局長 

（小向正志君） 

 会議規則８２条では、議長が必要があると認めるときまたは出

席議員２人以上から要求があるときは、記名または無記名投票で

表決をとるとあります。今議長のほうで必要があると認められた

ため、投票で表決というのは可能と考えております。 

 以上です。 

 

 西館議長  ということで、議長判断で投票、そして投票の方式は無記名投

票ということで進めます。 

 議場の出入り口を閉めます。 

  ＊＊議場出入口閉鎖＊＊ 

 西館議長  ただいまの出席議員数は１４人です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって立会人に、９番、沼端 

務議員及び１０番、吉村敏文議員を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

  ＊＊投票用紙配付＊＊ 

 西館議長  念のため、もう一回申し上げます。 

 採決は、無記名投票で行います。 

 本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願い

ます。 

 なお、賛否を表明しない票「白票」及び賛否が明らかでない票

は、会議規則第８４条の規定により「否」とみなします。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

  ＊＊配付漏れなしの確認＊＊ 

 西館議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

  ＊＊投票箱点検＊＊ 

 西館議長  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願

います。 

  ＊＊氏名点呼・投票＊＊ 

 西館議長  投票漏れはありませんか。 
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  ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 ９番、沼端 務議員及び１０番、吉村敏文議員、開票の立ち会

いをお願いします。 

  ＊＊開票＊＊ 

 西館議長  それでは投票の結果を報告します。 

 投票総数１４票。 

 有効投票１４票、無効投票０票です。 

 有効投票のうち、賛成９票、反対５票。 

 以上のとおり賛成が多数です。 

 したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 議場の出入口を解きます。 

  ＊＊議場出入口開鎖＊＊ 

 西館議長  日程第３、議案第４号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第４号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第３号と同様に、馬場武雄氏を農業委員会委員に

任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 馬場氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願いします。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第４号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することに異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第４、議案第５号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第５号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第４号と同様に、松林勝智氏を農業委員会委員に

任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 松林勝智氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の

審査において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会

委員として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ

満場のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、松林勝智氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第５号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第５、議案第６号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第６号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第５号と同様に、松林一弥氏を農業委員会委員に

任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 松林一弥氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の

審査において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会

委員として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ

満場のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、松林一弥氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 
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 これから議案第６号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

 西館議長  日程第６、議案第７号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第７号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第６号と同様に、大川義博氏を農業委員会委員に

任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 大川氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、大川義博氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第７号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
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－１９－ 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第７、議案第８号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、澤上 勝議員の退場を

求めます。 

  ＊＊澤上 勝議員退場＊＊ 

 西館議長  当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第８号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第７号と同様に、澤上 勝氏を農業委員会委員に

任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 澤上氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、澤上氏は、利害関係を有しない者に該当する者でありま

す。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 
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－２０－ 

 これから議案第８号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（「投票をお願いします」の声あり） 

 （議員席） ＊＊投票の声＊＊ 

 西館議長  投票をお願いしますという声がありましたので、議案第８号、

おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いての採決は、無記名投票で行います。 

 この採決は、会議規則第８２条の規定に基づき、議長職権によ

り、先ほど言いましたように無記名投票ということで行います。 

 議場の出入り口を閉鎖してください。 

  ＊＊議場出入口閉鎖＊＊ 

 西館議長  ただいまの出席議員数は１４人です。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって立会人に、９番、沼端 

務議員及び１０番、吉村敏文議員を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。 

  ＊＊投票用紙配付＊＊ 

 西館議長  皆様が記名している間に、ちょっと訂正させていただきます。

先ほど、ただいまの出席議員数は１４人と皆さんにお伝えいたし

ましたが、除斥ということで１名退席しておりますので、１３人

が正式な人数ですので、訂正しておわびいたします。 

 それから、賛否を表明しない票「白票」及び賛否が明らかでな

い票は、会議規則第８４条の規定により「否」とみなします。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

  ＊＊配付漏れなしの確認＊＊ 

 西館議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

  ＊＊投票箱点検＊＊ 

 西館議長  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 ２番議員から順番に投票願います。 

  ＊＊投票＊＊ 

 西館議長  投票漏れはありませんか。 

  ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  投票漏れなしと認めます。 
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－２１－ 

 これで投票を終わります。 

 開票を行います。 

 ９番、沼端 務議員及び１０番、吉村敏文議員、開票の立ち会

いをお願いします。 

  ＊＊開票＊＊ 

 西館議長  議案第８号の投票の結果を報告します。 

 投票総数１３票。 

 有効投票１３票、無効投票０票です。 

 有効投票のうち、賛成１０票、反対３票。 

 以上のとおり賛成が多数です。 

 したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 議場の出入口を解きます。 

  ＊＊議場出入口開鎖＊＊ 

 西館議長  除斥議員の入場を許可します。 

  ＊＊澤上 勝議員入場着席＊＊ 

 西館議長  澤上 勝議員にお知らせします。 

 採決の結果、おいらせ町農業委員会委員の任命に同意すること

に決定しましたので、ご報告いたします。 

 

 西館議長  日程第８、議案第９号、おいらせ町農業委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第９号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第８号と同様に、坂井田 進氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 坂井田氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審

査において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委

員として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満

場のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、坂井田氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。よろしくお願いします。 
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－２２－ 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第９号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 

 西館議長  日程第９、議案第１０号、おいらせ町農業委員会委員の任命に

つき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１０号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第９号と同様に、成田健義氏を農業委員会委員に

任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定

により議会の同意を求めるものであります。 

 成田氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、成田氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 
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－２３－ 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１０号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１０、議案第１１号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１１号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１０号と同様に、沼舘廣志氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 沼舘氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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－２４－ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１１号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１１、議案第１２号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１２号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１１号と同様に、玉川 勉氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 玉川氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません
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－２５－ 

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１２号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１２、議案第１３号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１３号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１２号と同様に、山崎市松氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 山崎氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 
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－２６－ 

 これから議案第１３号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１３、議案第１４号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１４号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１３号と同様に、袴田信男氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 袴田氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、袴田氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１４号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 
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－２７－ 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１４、議案第１５号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１５号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１４号と同様に、松本勝雄氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 松本氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、松本氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１５号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１５、議案第１６号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１６号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１５号と同様に、日ヶ久保浩幸氏を農業委員会

委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 日ヶ久保氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の

審査において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会

委員として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ

満場のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、日ヶ久保氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１６号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 
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 西館議長  日程第１６、議案第１７号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１７号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１６号と同様に、名古屋誠一氏を農業委員会委

員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の

規定により議会の同意を求めるものであります。 

 名古屋氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審

査において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委

員として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満

場のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１７号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１７、議案第１８号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 
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 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１８号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１７号と同様に、川口英康氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 川口氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、川口氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１８号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１８、議案第１９号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 
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当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第１９号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案も、議案第１８号と同様に、日ケ久保 亨氏を農業委員会

委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 日ケ久保氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の

審査において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会

委員として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ

満場のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、日ケ久保氏は認定農業者に該当する者であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第１９号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西館議長  日程第１９、議案第２０号、おいらせ町農業委員会委員の任命

につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 議案第２０号、おいらせ町農業委員会委員の任命につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 
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 本案も、議案第１９号と同様に、蛯名良夫氏を農業委員会委員

に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 蛯名氏は、本年２月１３日開催の委員候補者選考委員会の審査

において、委員候補者の選考決定を受けており、農業委員会委員

として適任者であると考え、委員に任命いたしたく、何とぞ満場

のご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２０号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 ここで１５分間、１１時２５分まで休憩いたします。 

  （休憩 午前１１時１０分） 

 西館議長  休憩を解き引き続き会議を開きます。 

  （再開 午前１１時２５分） 

 西館議長  日程第２０、議案第２１号、おいらせ町農業農村整備事業分担

金徴収条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 農林水産課長。 

 

当局の説明 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

 それでは、議案第２１号についてご説明申し上げます。 

 議案書の５３ページから５５ページをごらんください。 
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 本案は、県営農業水路等長寿命化・防災減災事業の実施に当た

り、事業の一部費用を町が受益者から徴収し事業に充てるため、

地方自治法第２２４条の規定に基づき徴収する分担金について

必要事項を定めるため提案するものです。 

 ５４ページをごらんください。 

 条例の主な内容は、第１条では、土地改良法によらない事業を

行う場合、受益者から分担金を徴収するための根拠をうたってお

ります。 

 第２条では、事業が行われる場合、受益者から分担金を徴収す

ることをうたっております。 

 第３条では、県及び町が行う事業の分担金の総額と受益者から

徴収する年度ごとの分担金の額をうたっております。 

 ページをめくって５５ページをお開きください。 

 第４条では分担金の額の変更する場合の事務手続を、第５条で

は賦課期日及び納期を、第６条では分担金の減免及び徴収延期

を、第７条委任では、このほかの必要な事項は規則で定めるとう

たっております。 

 附則では、この条例を平成３１年４月１日から施行することを

うたっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２１号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第２１、議案第２２号、おいらせ町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第２２号についてご説明申し上げます。 

 議案書の５６ページ、５７ページ、新旧対照表は１５２ページ

になります。新旧対照表でご説明いたしますので、１５２ページ

をごらんください。 

 本案は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律による民間労働者の時間外労働の上限規制が施行されるこ

とにあわせ、当町においても時間外勤務の上限等を設けるため提

案するものであります。 

 主な改正内容を申し上げますと、時間外勤務に関し必要な事項

について規則へ委任する事項を定め、時間外勤務の上限の詳細に

ついては規則で定めるものであります。また、任期の定めのある

職位について年次有給休暇の付与の方法について定めるもので

あります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番、平野です。 

 この提案理由の中で時間外勤務の上限を設けるため提案する

とありますけれども、当町でのその労働団体等の協定等について

はどういうふうになるのかお聞かせください。 

 

 西館議長  答弁求めます。 

 総務課長。 
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答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 協定等は結んでおりません。 

 以上になります。 

 その後も協定という形で結ぶ予定もございません。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ６番、平野議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 マイクの通りが悪いな、ちょっとよく聞こえないな。 

 前ですと、たしか労働団体との協定を結んでいる時間の制限が

守られているように、すべきだというふうな３６協定だったか

な、そういうふうなのをちゃんと結ぶべきだというふうなことで

確認をしてあったんですけれども、なんか結んでいないようです

けれども、もうちょっと詳しく説明をいただきたいと思います。 

 

 西館議長  暫時休憩します。 

  （休憩 午前１１時３１分） 

 西館議長  休憩を解いて会議を再開します。 

  （再開 午前１１時３２分） 

 西館議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（小向仁生君） 

 平野議員にお答えいたします。 

 ３６協定の話なんですけれども、３６協定なるものは労働基準

法にうたわれているものでありまして、私たち役場の職員に関し

ては地方公務員法の適用範囲ということで、３６協定は結ばなく

てもよろしいということになっております。ただし、病院につい

ては公営企業法の適用になりますので３６協定は結ぶべきもの

と考えますけれども、それは労使交渉との間での約束事でありま

すので現在は結んでいないということであります。 

 それで、今のやつに関しましても、これは地方公務員法の適用

の中での範囲の中でのものでありますので、労働組合とは協定を

結ばなくてもよいというふうなことになります。 

 以上です。 

 

 西館議長  ６番議員。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今、地方公務員法の中であるから結ばなくてもいいというよう

な答弁ですけれども、公務員といえども働く労働者ですよ。たし

か当該団体組織との交渉をして、ちゃんとその勤務労働条件そう

いうふうなものを確認しておく、それが原則であるというふうに

私は思って言ったんですけれども。今の話ですと公務員法の  

をすれば全てその部分で優先してやっていくんだというふうな

理解をされるんですけれども、私はちょっとおかしいんじゃない

かなと。働く条件は皆同じなわけですから。たしか、いつの段階

でこういうふうに法改正になったか私もよくわかりませんけれ

ども、団体がない場合とある場合との違いもあると思いますけれ

ども、ある場合についてはそれなりにその交渉をして説明をする

理解をお互いにしながら確認をしていくというふうなことが１

つのルールだと思うんですけれども、本当に今のままのその労働

基準法の適用は全然受けないというふうなことで解釈していい

んですか。 

 

 西館議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（小向仁生君） 

 先ほども言いましたように、地方公務員法の適用の範囲内とい

うことで、それに関しましては上限は定められておりますので、

それを超えない範囲内では特に労使協定を結ぶ必要はないとい

うふうに考えますけれども、ただしそれを超えるような状況であ

れば、労使の間である程度の約束事を設けて進めなきゃならない

というふうに思っておりますので、もし労働組合のほうからそう

いうふうな話があれば、当然それを議題として交渉していくとい

うふうな運びになるかと思います。 

 以上です。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 職員団体のほうにつきましては、現在この改正する部分に関し

て見ればこちらのほうで説明をして同意をいただいております。 

以上になります。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２２号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり採決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第２２、議案第２３号、おいらせ町職員の自己啓発等休業

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第２３号についてご説明申し上げます。 

 議案書の５８ページ、５９ページ。新旧対照表は１５３ページ

になります。新旧対照表でご説明いたしますので、１５３ページ

をごらんください。 

 本案は、学校教育法の一部改正に伴い所要の改正を行うため提

案するものであります。 

 主な改正内容を申し上げますと、学校教育法を引用する条項に

改正があったため所要の改正を行うものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番  ６番、平野です。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３８－ 

（平野敏彦君）  この議案を見ますと、自己啓発休業に関する条例の一部を改正

するわけで、その中で５９ページを見ますと、受入施設この部分

ではその自己啓発のための休業して研修を受けれますよという

ふうなことの内容かと思いますけれども、その場合、この職員が

申し入れをして学校教育法に定める施設で研修を受けたいとい

うふうな場合は、給与の支給とかそれからはどうなるのか。職務

の義務免扱いになるのか、特別休暇になるのか、この辺がちょっ

と理解できないんですけれどもご説明をいただきたいと思いま

す。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 給与に関しては無給になります。取り扱いとしては減免ではご

ざいません。あくまでも休業という形で大学等の課程に入る場合

は２年間、あと国際貢献活動のための休業する場合は３年間とい

う定めになっております。 

 以上になります。 

 

 西館議長  ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 そうすると、職員の身分を有してその専門の学校教育法で定め

るその課程において研修を受ける場合は休業というふうなこと

で無給、そして２年間、３年間の期間はそういうふうな扱いにな

りますよというふうなことですけれども、例えば、給与は無給で

も理解できますけれども、じゃあ福利厚生の部分に関する共済組

合等の保障とかそういうふうなのはどういうふうな扱いになり

ますか。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 そのまま継続する形になります。 

 以上になります。 

 

 西館議長  平野敏彦議員。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 継続になるというふうなことで理解をしますけれども、そうす

ると、退職年金等に係る退職金の期間もこれに継続していくとい

うふうなことで理解してよろしいですか。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 議員おっしゃるとおりそのまま継続する形になります。 

 以上になります。 

 

 西館議長  次に７番、 山 忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 いいです、今私も同じのを聞きたいと思っていましたので。 

 

 西館議長  はい、わかりました。ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２３号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第２３、議案第２４号、おいらせ町災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 介護福祉課長。 

 

当局の説明 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 議案第２４号についてご説明申し上げます。 

 議案書の６０ページから６１ページ。新旧対照表は１５４ペー

ジから１５５ページになります。 
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 本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正等に伴

い、災害援護資金貸し付けの保証人に関する規定及び償還方法の

追加を行うため提案するものであります。 

 主な改正内容を説明しますので、１５４ページ新旧対照表をご

らんください。 

 これまで法律及び法律施行令で定めていた保証人の規定につ

いて、条例で定めることになったことから、第１４条の見出しに

保証人を加え、同条第１項の後に保証人の規定として第２項及び

第３項を追加するものです。 

 また、第１５条ではこれまで償還方法を年賦または半年賦とし

ていたものを、１回当たりの償還額を少なくし負担の軽減を図る

ため月賦償還の規定を追加するものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２４号について採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第２４、議案第２５号、町道の路線廃止についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 
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当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠） 

 議案第２５号についてご説明申し上げます。 

 議案書の６２ページから６３ページをごらんください。 

 本案は、認定路線の起終点の見直し等により、町道の適正な管

理を図るため、道路法第１０条第３項の規定に基づき、認定済み

路線、深沢平２１号線外１路線、延長３２５．７メートルの路線

廃止を提案するものであります。 

 なお、路線廃止の路線図は添付参考資料の１５６ページに記載

しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 １０番、吉村敏文議員。 

 

質疑 １０番 

（吉村敏文君） 

 確認なんですが、この路線廃止なんですが、もう少しどういう

理由をもってこれわかりやすく、廃止にするわけですが、どうい

う理由なのかちょっともう少しかみ砕いて説明をお願いします。 

 

 西館議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠） 

 １５６ページをごらんください。 

 上のほうにあります、二川目１７号線につきましては、従来は

生活関連道ということで家屋等が建ち並んだ上での生活道路と

して町道認定しておりましたが、最近、こちらのほうについては

住宅等もなくなり、また、利用する方々も少ないということから

適正な管理する上で町道の路線数も多いことから廃止していき

たいというふうに考えております。 

 下のほうの深沢平２１号線につきましては、黒で塗っている部

分ありますが、こちらのほうにつきましては日ヶ久保の通りのほ

うからずっと１路線で来ているのが、逆に今廃止する路線ではな

くて、ちょうど水路のところから右側に曲がって県道との交差点

のほうに抜ける部分、これが１つの路線でありました。ただし従

来、幅員等また道路管理として幹線として扱っている部分は今廃

止する路線も含めて日ヶ久保のほうまでのずっと１つの通りを
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管理しておりましたので、一部この路線につきましては起終点の

見直しということで、こちらの路線を一旦廃止し、また新たに起

終点の見直しにより先ほど来言っておりますように日ヶ久保ま

での１路線として管理していきたいと思っております。 

 あとは、参考までに１５８ページに先ほど言いました一部日ヶ

久保までの通りのほうと、同一の路線であります深沢平３６号

線、こちらは１つの路線から廃止し新たに３６号線ということで

名称を廃止に伴い新たに認定するような形で考えております。 

 以上になります。 

 

 西館議長  はい、よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２５号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第２５、議案第２６号、町道の路線認定についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 議案第２６号についてご説明申し上げます。 

 議案書の６４ページから６５ページをごらんください。 

 本案は、町道整備事業等により整備された緑ヶ丘２２号線外３

路線、延長６５１．７メートルの適正な管理を図っていくため、

道路法第８条第２項の規定に基づき、町道として認定するため提

案するものであります。 
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 なお、路線認定の路線図は、添付参考資料の１５７ページから

１５８ページに記載しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２６号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 

 西館議長  日程第２６、議案第２７号、青森県市町村総合事務組合を組織

する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約

の変更についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第２７号についてご説明申し上げます。 

 議案書の６６ページ、６７ページ。新旧対照表は１５９ページ

から１６１ページになります。 

 本案は、構成団体である南黒地方福祉事務組合が平成３１年３

月３１日をもって解散することに伴い、青森県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体数の減少及び青森県市町村総合事務

組合規約の変更について関係地方公共団体と協議する必要が生

じたので、地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定に

基づき、議会の議決を要するため提案するものであります。 
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 具体的には、障害者総合支援法が施行設備されたことで、当福

祉事務組合が所有する障害者支援施設、障害児入所施設もみじ学

園と障害者支援施設青葉寮の２施設を民間移譲することとし、地

方自治法第２８８条の規定に基づき、黒石市、平川市、青森市、

藤崎町、大鰐町、田舎館村が平成３０年１２月７日に当福祉事務

組合の解散に関する協定書を締結し、平成３１年３月３１日をも

って解散するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２７号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第２７、議案第２８号、青森県市町村職員退職手当組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村職員退職手

当組合規約の変更についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（泉山裕一君） 

 それでは、議案第２８号についてご説明申し上げます。 

 議案書の６８ページ、６９ページ。新旧対照表は１６２ページ

になります。 

 本案は、議案第２７号と同様に、構成団体である南黒地方福祉
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事務組合が平成３１年３月３１日をもって解散することに伴い、

青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更について関

係地方公共団体と協議する必要が生じたので、地方自治法第２８

６条第１項及び第２９０条の規定に基づき、議会の議決を要する

ため提案するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２８号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 西館議長  日程第２８、議案第２９号、青森県新産業都市建設事業団に委

託すべき事業に関する計画の一部変更に係る協議についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第２９号についてご説明申し上げます。 

 議案書７０ページ、７１ページ。あわせて新旧対照表１６３ペ

ージをごらんください。 

 本案は、青森県新産業都市建設事業団の事業に係る一般管理費

について、当該事業団の計画に平成３１年度において負担する額
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を加えるため、地方自治法の一部を改正する法律附則第３条によ

る改正前の地方自治法第３００条第１項の規定により提案する

もので、当町の来年度の負担額は１７万４，０００円となるもの

であります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第２９号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 昼食のため１時３０分まで休憩します。 

  （休憩 午前１１時５５分） 

 西館議長  休憩を解き、引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 １時３０分） 

 西館議長  日程第２９、議案第３０号、平成３０年度おいらせ町一般会計

補正予算（第６号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

 

当局の説明 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第３０号についてご説明申し上げます。 

 議案書７２ページから７６ページをごらんください。 

 本案は、既定予算の総額に９，０３１万１，０００円を追加し、

予算の総額を９９億６，６３４万３，０００円とするものであり

ます。 
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 ７７ページをごらんください。 

第２表繰越明許費につきましては、２件の事業であり、二川目

地区光ケーブル移設事業は国道３３８号拡幅工事に伴う繰越事

業として、中学校施設非構造部材耐震化事業は、国補正予算によ

る繰越事業として、設定するものであります。 

 ７８ページをごらんください。 

 第３表債務負担行為補正につきましては、１件の事業について

廃止するものであります。 

 ７９ページから８０ページをごらんください。 

 第４表地方債補正につきましては、１件の事業追加と４件の限

度額変更、１件の事業廃止を行うものであり、それぞれ事業費の

確定等に伴うものであります。 

 それでは、歳入歳出の主なものにつきましてご説明申し上げま

すので、別冊の平成３０年度一般会計補正予算（第６号）に関す

る説明書をご用意ください。 

 まず、歳出の主な内容であります。 

 １６ページをごらんください。 

 ２款１項４目財産管理費の２５節公共施設整備基金積立金５，

０００万円は、将来的な公共施設整備事業への積み立てとして、

増額計上するものであります。 

 １９ページをごらんください。 

 ２款２項３目情報政策費の１５節光ケーブル等移設工事費８

１万円は繰越事業であり、県実施の国道３３８号拡幅工事に伴

い、二川目地区の光ケーブル等を移設するため追加計上するもの

で、工事費と同額分が県から補償されることになります。 

 ２２ページをごらんください。 

 ３款１項２目障害者(児)福祉費２０節障害者給付費等２，４０

０万円は、執行見込み額の精査により増額計上するものでありま

す。 

 ２４ページをごらんください。 

 ３款２項１目児童福祉総務費２０節子ども医療助成費５００

万円、また２目児童措置費２０節子どものための教育・保育給付

費８３６万５，０００円は、それぞれ執行見込み額の精査により

増額計上するものであります。 

 ２６ページをごらんください。 
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 ４款１項６目成人保険対策費１３節健康診査委託料２８０万

円は、執行見込み額の精査により増額計上するものであります。 

また、４款４項１目病院費１９節病院事業会計医業外収益他会

計負担金１，９９８万９，０００円は、公営企業会計繰出基準に

基づき、今年度分の病院事業会計に対する繰出金として、増額計

上するものであります。 

 ２８ページをごらんください。 

 ６款３項２目漁港整備費１９節漁港施設機能強化事業費負担

金２，０３２万円の減額は、県事業費の減額に伴うものでありま

す。 

 ３３ページをごらんください。 

 １０款３項３目学校建設費１３節下田中学校非構造部材耐震

改修工事管理委託料２０８万６，０００円、１５節同工事費４，

４００万円は、国の補正予算による繰越事業で実施するため、追

加計上するものであります。なお、当該中学校非構造部材耐震改

修事業については、国補正予算に係る国会審議日程及び所管省庁

の補助手続きの関係から、３月補正予算案の繰越事業と平成３１

年度当初予算案いずれにも計上しておりましたが、国会審議を経

て２月２７日付で繰越事業に係る内定の連絡がありましたので、

当初予算案に計上した関連経費分は、６月補正予算にて減額いた

しますことをご了承くださるようお願いいたします。 

 ３５ページをごらんください。 

 １０款５項４目学校給食センター建設費１５節学校給食セン

ター解体工事費６０１万６，０００円の減額は、事業費の確定に

よるものであります。 

 このほか、各款にわたっての増額または減額は、事業費の完了

や執行見込み額の精査によるものであります。 

 次に、歳入の主な内容につきましてご説明申し上げます。 

 ページが戻りまして３ページをごらんください。 

 １款１項町民税２項固定資産税及び３項軽自動車税の各税目

の増額は、収入見込み額の精査によるものであります。 

 ４ページをごらんください。 

１０款１項１目地方交付税の普通交付税５３４万円は、国補正

予算を経て追加交付されることとなったため、増額計上するもの

であります。 
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６ページ、１４款国庫支出金から、９ページ、１５款県支出金

まででありますが、それぞれ国、県補助事業の交付決定や確定等

に伴い、増額または減額を行うものであります。 

なお、７ページ、１４款２項５目教育費国庫補助金４節中学校

防災機能強化事業費補助金１，５６７万６，０００円は、国の補

正予算で実施する繰越事業に対応して追加計上するものであり

ます。 

１０ページをごらんください。 

１６款２項１目不動産売払収入１節土地建物売払収入８５１

万４，０００円は、旧木ノ下児童館跡地など町有地の売却により

収入額分を増額計上するものであります。 

 １７款１項１目一般寄附金２節ふるさと応援寄附金４５０万

円は、今年度分の寄附金について増収が見込まれたため増額計上

するものであります。 

 １１ページをごらんください。 

 １８款２項１目財政調整基金繰入金１，５３９万８，０００円

は、歳入歳出財源調整により増額計上するものであります。 

 １３ページをごらんください。 

 ２１款１項町債であります。４目教育債の３節中学校施設非構

造部材耐震化事業債２，９３０万円は、国の補正予算で実施する

繰越事業に対応して追加計上するほか、他の起債については、事

業費の確定等に伴い減額を行うものであります。 

 ページが後ろのほうに移ります。３７ページ、３８ページをご

らんください。 

給与費明細書は、特別職及び一般職の給料及び手当等の変更に

ついて示したものであります。 

 ３９ページ、４０ページをごらんください。 

 債務負担に関する調書は、債務負担行為補正に伴いその内容を

反映させたものであります。 

 ４１ページ、４２ページをごらんください。 

 地方債に関する調書は、地方債補正に伴いその内容を反映させ

たものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 
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これから第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入全款についての

質疑を行います。 

質疑は事項別明細書により行います。 

一般会計補正予算（第６号）に関する説明書３ページから１３

ページになります。質疑ありませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ６番、平野です。 

 私は４ページの分担金負担金の教育費負担金７３９万６，００

０円が減額となって、小学校、中学校減額になっております。こ

れは給食の無料化に伴うものでありますけれども、この中で小学

校、中学校それぞれ未収金がどのぐらいあるのか、現在ですね。

その額を教えていただきたいと思います。 

それからその未収金の徴収対策についても見通しをお聞かせ

いただきたいと思います。 

それから６ページになりますけれども、１４款２項１目の総務

費国庫補助金の中で、住民個人番号カードが交付の事務費があり

ますけれども、現在件数は何件ぐらい発行しているのか、男子、

女子別にわかればお聞かせをいただきたいと思います。 

それから１０ページのところですけれども、先ほど財産収入に

ついては説明がありました。木ノ下児童館の土地、建物、土地だ

けだったのか、ちょっとここのところもうちょっと詳しく説明を

いただきたいと思います。 

それから１１ページのところですけれども、財政調整基金の繰

入金ですけれども、財源調整ということで結局この部分について

は、取り崩しをして一般財源として充当していくということで理

解していいのか、調整のためでまた戻し入れも検討しているのか

どうか、この辺を説明をいただきたいと思います。 

それから地域福祉基金の繰入金が予算減額で５６８万ありま

すけれども、これの充当先はどこになるのかちょっと説明をいた

だきたいと思います。 

以上です。 

 

 西館議長  学務課長。 
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答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 それではお答えいたします。 

 まず給食費の未収金がどれくらいあるかという点につきまし

てですが、現年度分で言いますと先週末現在で６１世帯１１８万

円程度の未収金がございます。 

 また、これの収納対策ということですが、ただいま３月催告書

を発送する予定にしております。これによりまして、その後納め

ていない方の、先ほど申しました６１件のうち４０件程度は１カ

月分の未納とか、引き落としが１回できなかった人ですので、

個々は恐らくこの催告書によって納めていただけるものとは思

っておりますが、残った方々についてはその状況を見て４月５月

に夜間徴収等を実施し、また悪質な方については裁判所等に訴え

て徴収に努めたいと考えております。 

 以上です。 

 

 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 マイナンバーカードの発行件数についてご質問がありました

ので答弁したいと思います。 

 ２月末現在で２，５３５枚の交付がありました。交付率にして

約１０％ということでございます。男女別という形での管理はし

ておりませんので、ちょっと今この場では内訳はお答えできませ

ん。申しわけございませんが、ご了解いただきたいと思います。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは答弁いたします。 

まず１０ページの不動産売払収入土地建物売払収入のところ

でございます。こちらは旧木ノ下児童館の土地だけになります。

もう既に建物は壊して土地だけ残っておりましたので、その土地

を普通財産として売り払いしたものであります。 

それからもう１つ、１１ページの財政調整基金の繰入金の関係

です。こちらは今回の３月補正で一般財源が不足する分をこの財

政調整基を繰り入れして、一般財源に充当するものであります。 

以上です。 
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 西館議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

地域福祉基金繰入金の充当先ということですけれども、歳出の

２２ページにあります。今回の補正では外出支援サービス事業委

託料に充当して、今回は減額の充当ということになります。 

以上です。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 済みません、先ほど財政調整基金繰入金の関係で答弁漏れが

ありましたので、追加して答弁いたします。戻し入れの関係です。

今後まだ３月３１日付の専決補正予算がありますので、その中で

一般財源と浮いた分があれば財政調整基金のほうに戻し入れす

る予定でおります。 

以上です。 

 

 西館議長 ６番議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ４ページの未収金のものについては、これは今現在のやつ。今

補正のかかわる部分だと思いますけれども、今までの滞納繰越と

かそういうのが残ってあったのか、その辺をちょっと確認をして

おきたいと思います。そこの部分お願いします。 

それから個人カードについては２，５３５枚で１０％、人口の

割には効果というのはどういうものでしょう。私は非常に高齢者

にとっては交付されていないんじゃないかなということと、利用

する機会、それから利用しなければという意識というのは本当の

ところ私は高齢者にはないような気がするんですけれども、この

辺のこれからの見込みというのはもうこれ以上ふえないだろう

という予測があるのか、この辺ちょっと説明をいただきたいと思

います。 

それから土地のほうの旧木ノ下の児童館ですけれども、これは

土地だけということで了解しましたけれども、あわせて面積がど

のぐらいだったのか、この辺も説明をいただければと思います。 

それから１１ページのところですけれども、この財政調整基金

の戻し入れもありますよということですけれども、これは多分こ
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のままでいきますともう専決処分で処理になると思いますけれ

ども、この調整基金の使途については一般財源で繰り入れをして

取り崩しをしていくということは、健全な財政運営に本当になっ

ているのかなという、私は疑問を感じるわけで、この辺これでい

いんだというのであれば、それで説明をいただきたいと思いま

す。 

以上です。 

 

 西館議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 それではお答えいたします。 

 滞納繰越分の金額、未収はということですが、当初１５５万円

程度ありまして、４８万円程度の収入がありまして、今現在残っ

ているのは１２４万円程度ということになります。 

 以上です。 

 

 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 マイナンバーカードの効果ということでのご質問にお答えし

たいと思います。 

 平野議員おっしゃるとおり、現在町のほうでマイナンバーカー

ドを利用した行政サービスというのはほとんど行っておりませ

んので、今のままではなかなか交付枚数が増大することはないだ

ろうなという予想はしております。ただ国でいろいろマイナンバ

ーカードを活用した施策というのを進めておりまして、その普及

拡大に向けて、例えば保育園の入所等に対するとか、児童手当に

対する申請を電子申請にするとか、あとは住民票等のコンビニ交

付をするとか、そういう活用方法は考えられますけれども、今の

ところ町では導入のところまでいっておりませんので、そういう

活用方法が拡大していけば、今後とも普及されるのではないかな

と考えております。 

 以上です。 

 

 西館議長  企画財政課長。 
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答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

お答えいたします。 

私のほうからは旧木ノ下児童館跡地の面積、それから財政調整

基金の運用の仕方、この２点をお答えいたします。 

まず旧木ノ下児童館跡地でありますが、面積は１，５００．３

６平米になります。１，５００．３６平米になります。 

それから財政調整基金の考え方であります。さまざまな事業を

執行するに当たって、当然歳出、そういったものが積み上げられ

ますが、その財源として通常歳入を充てるわけです。歳入の大き

なものとは、やっぱり町税とか地方交付税、国から来るさまざま

な剰余金、そのほかに建設事業等を行う場合は地方債等々があり

ます。それらを充当してもなおやっぱり財源不足が生じます。そ

の部分をこれまでも同様でしたが、一般財源が不足する分として

財政調整基金を繰り入れしているものであります。本来先ほど言

った歳入の要素で全て賄えればいいんですが、現実的に難しいの

が実情でございます。 

以上です。 

 

 西館議長 ６番議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 それでは分担金負担金のところで、まだ滞納繰越が１２４万、

それから今年度の分ではさらにまた６１世帯のうち４０件は回

収できますよということですけれども、これでもまだ残るものが

あるということで、この分担金負担金の部分については、徴収期

限というのは確か税より短かったと思うんですけれども、この期

間内に回収できるのかどうか、この辺の見通しをもう１回お聞か

せをいただきたいと思います。 

それからマイナンバーカードですけれども、今課長が言ったよ

うに国ではいろいろな電子申請とかメリット、そういうものを制

度的にＰＲをしているんですけれども、じゃあそれらが例えば申

請をするに当町の場合、本当にそういうできる人が何人いるのか

ということもやはりＰＲだけしても、私は高齢者はほとんどもう

このＰＲを理解できないし、対応できないと思いますよ。だから

町としてもやっぱり国のほうにも逆に働きかけをして、こういう

制度の仕方というのはこういう方法がベターですとか、そういう

案を出して国の制度を変えていくというような思いがあっても
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いいんじゃないかと私は課長、思うんですけれどもこの辺、担当

課の課長として私だったらこういうふうに変えますよという思

いがあったら聞かせていただきたいなと思います。 

それからあと基本的に１１ページの財政調整ですけれども、や

はり健全財政をする基本というのは、私前一般質問でも言ったよ

うに、県知事がもう基金に頼らない財政運営ということで、県で

はやっているわけですから、やっぱりそういうのがあることによ

って、いろいろな意味でのその幅広い行政サービスができると思

うんですよ。これを崩していったらなし崩しに一般財源が不足す

れば基金を使えるんだということでいくわけですから、財調の部

分というのは私が質問したとおり、毎年５億近い形で一般財源に

使っているわけですから、このままいったら基金がなくなったら

赤字になるというのは目に見えているわけで、本当にこれで健全

財政なのかなという思いがあるわけですよ。やはり基本的な部分

というのは、財政の基本的な部分というのは、基金を当てにしな

い町政運営をしていくというものがあると思うんですけれども、

この私の考え方に、ちょっと間違っているなと思ったら答弁をお

願いします。 

 

 西館議長  教育長。 

 

答弁 教育長 

（松林義一君） 

お答えをいたします。 

未納の件の処理の仕方でありますけれども、どの程度の収納を

目指しているかということだと思うんですが、現時点ではここま

でだといいとかということは設定はしておりません。もし仮に苦

しいところがあれば、家庭があれば分納というか分けて納めてい

ただくことも提案をしたり、最終的には法的手段にも訴えるとい

うことも考えておりますので、基本的には全ての方に納めていた

だくというのが最も基本的な考え方であります。現時点ではここ

までで見通し、例えば８割とか９割などという設定はしていない

ところであります。なるたけ納めていただくというのが基本的な

考え方でありますので、よろしくどうぞお願いいたします。 

 

 西館議長  時効、時間的な。時間的な時効を。次か。学務課長。 
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答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 それではお答えいたします。 

 今教育長からもありましたが、最大限収納に努めるということ

で、時効は２年になりますが、その間例えばさまざまな手続きを

するとそれが延長されたりします。先ほど言ったように裁判所に

訴えたりすれば、その期間が延長されるといったこともあります

ので、そういったのも含めながら徴収に努めてまいりたいと思っ

ております。 

 以上です。 

 

 西館議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤田常男君） 

 平野議員にお答えいたします。 

マイナンバーカードに対する周知をもうこれ以上普及に貢献

しないのではないかなというようなお話がございました。町民課

としても広報とかホームページ等で周知はしているつもりです

けれども、それだけではなかなか普及は進まないと思っておりま

す。 

先ほどちょっと事例としては紹介していなかったんですが、国

のほうではあと保険証なんかにマイナンバーカードを活用でき

ないかというのも何か検討しているような情報は聞いておりま

した。そのほかにもいろいろ先進自治体のほうで工夫しているよ

うな事例も紹介していますので、当町においても普及に向けて何

かやれることがあれば、ちょっと町民課だけでなくて関係課含め

て検討する組織がございますので、そちらのほうで検討してみた

いと思います。 

 以上でございます。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

財政調整基金の考え方についてお答えをいたします。 

平野議員おっしゃるとおり、財政調整基金に頼らない予算編成

は、財政のほうからいいましても非常に理想的なもの、できるも

のであればやってみたい予算編成であります。実際、今年度の当

初予算編成の手続きというか流れをいいますと、各課から予算要

求が上がってきまして、それを積み上げして財源が足りなかった
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分は１０億を超えます。もしその１０億を財政調整基金に頼らな

い予算編成をするとなれば、その１０億をまるまる切ることにな

りますので、それこそ来年度は普段よりちょっと厳しめの予算編

成になりましたが、さらに厳しい予算編成、いろいろな事業がで

きなくなる可能性がございます。繰り返しになりますが、できる

ことなら財政調整基金に頼らない財政運営をやってみたいんで

すが、実際はなかなかそうもいかないところをご理解いただきた

いと思っております。 

以上です。 

 

 西館議長 ほかに質疑ありませんか。９番、沼端 務議員。 

 

質疑 ９番 

（沼端 務君） 

 済みません、７ページです。 

１４款のここ中学校防災のところですね、防災機能強化事業費

補助金、この中身少し詳しく教えてください。 

 

 西館議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（柏崎和紀君） 

 それではお答えいたします。 

 こちらのほうですけれども、中学校の講堂、下田中学校の体育

館ですけれども、天井とかその部材が直接落ちないように、例え

ばバスケットゴールとか上で天井でつるしたりしているんです

が、そういったものが直接落ちないような補強、あとはスピーカ

ーとかもありますけれども、そういったもので耐震化を図るとい

った事業でございます。今までも小学校、中学校の体育館等行っ

てきている中の一貫でございます。 

 以上です。 

 

 西館議長 ９番議員。 

 

質疑 ９番 

（沼端 務君） 

 ９番、沼端です。 

今こういう機能、安全性の部分で整備するということで、地域

のおいらせ町の防災を考えたとき、各この中学校、小学校、こう

いう体育館とかこういう施設は一時避難場所という位置づけで

あると思います。そこでこれまず開設、この間あたりも何か新聞



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５８－ 

等のあれで東北青森地方でも３０年以内にマグニチュード７以

上のやつが来るという報道もあった中に、やっぱりここ震災から

８年たって、だんだんその震災の怖さというのが薄れないよう

に、また防災の意識を高める意味でもまず、誰がこういうところ

を開けるのかというの、開設するに当たるやっぱり担当職員の方

なんですか。それとも学校関係の人なんですか。それとも例えば

その地域住民の人が近くの人に協力体制をとっているのかとい

うところの確認です。 

 

 西館議長  答弁願います。まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（三村俊介君） 

 今ご質問のありました体育館、学校等、そういう災害があった

場合に誰が開所するかというお話だと思いますけれども、基本的

には例えば学校ですね、授業中等に災害が発生した場合は通常で

あれば体育館等は開いているという状況ですので、使えるという

ことになります。 

しかし夜間とかそういった場合に対しては、基本的にはそうい

う震災があったときは学校のほうでも何か震度４以上でしたっ

け、その場合は校長先生が学校に行くというルールがあるという

話を伺っていますけれども、まちづくり防災課のほうでも学校の

体育館等の鍵はスペアキーを持っていますので、こちらのほうの

体制の中でまちづくり防災課になるのか、あるいは関係課になる

のかわかりませんけれども、そういう体制の中でとにかく参集し

て行ける者が行くと。あるいは直接現地、避難所に近い方ですね、

そういった方がいれば、さまざまなケースがあるかと思いますけ

れども、基本的にはまちづくり防災課、あるいはその関係課で対

応するという形になります。 

 

 西館議長 ９番議員。 

 

質疑 ９番 

（沼端 務君） 

 大体流れ的にはわかりました。そこで課長、やっぱり担当課の

職員、また学校の校長先生初め先生方という方は地元、その避難

場所に近くない可能性もあるじゃないですか。災害によっては来

られない可能性もあるし、という部分であればやっぱりそこに地

域住民の協力が第一だと思われます。という部分ではやっぱり防
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犯上そこにその人に持たせるというのもあれなんですけれども、

いろいろなルールづくりの中でこう見ると、各町内で地域防災何

とかというのがありましたよね。そういう協力隊の方々とかもや

っぱり交えながらここ、うちのほうであれば例えば下田中学校、

百石中学校というところはやっぱり高台にあるところ、人が一番

避難してくるところだと思えるところですので、やっぱり職員以

外にも二重三重とそういう訓練を踏まえながら、今後そういう地

域防災の仕組みをつくっていってほしいということをお願いし

たいと思います。 

 

 西館議長  まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長 

（三村俊介君） 

 議員のおっしゃるとおり今お話あった役場、あるいは先生、あ

るいは地域自主防災組織といった、そういったメンバーで連携し

て災害時に対応するという、今後そういった訓練も実施していき

たいですし、そういったルールづくりも今地域防災計画がありま

すけれども、そういったものをいろいろこちらのほうでも一応そ

れを踏まえながらまた考えていきたいと思います。 

 以上です。 

 

 西館議長 ほかに質疑ありませんか。７番、 山 忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 ７番、 山です。 

８ページの県支出金ということで、２項の県補助金４の農林水

産業県補助金の関係なんですけれども、これマイナスのそれにな

っているんですけれども、これはどうなんですか。これはもう県

のほうから勝手にと言えばおかしいけれども、使うそれがないか

らもうこれよりあげませんよというので来るのか、それともこっ

ちのほうのいろいろな項目が載っていますけれども、それに使う

ようなそれが整っていないと言ったらあれかな。町では受け入れ

るそれがないからそういう形でマイナスになってくるのか、そこ

ら辺ちょっと聞きたいと思いますが。 

 

 西館議長  農林水産課長。 
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答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

 お答えいたします。 

県、国から来るこれらの補助金につきましては、対象者、事業

者が確定して当初予算で見込みでとっていったものから今回は

事業が確定したので事業費を減額するということで、事業により

ましては予想していたんですけれども、思ったよりも事業採択に

ならなかったものとか、そういう部分がありますので、それで確

定したので事業費を減額しているという意味でございます。 

 以上でございます。 

 

 西館議長 ７番議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 そうですか。何かこれだけ確定してマイナスになってきている

というのについては、何かせっかく予算がついたのにもったいな

いような気がするんですよね。例えば野菜の産地強化支援事業費

補助金って８７万か幾らなんですけれども、それから経営体育成

支援事業補助金ですか。３００万も減ってきているということな

んですけれども、これは最初からその計画が悪かったのかな。何

でこんなに減ってしまうんでしょうか。 

 

 西館議長  農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

 お答えいたします。 

この２つの補助金につきましては、野菜のほうの補助金は県の

補助事業でありまして、県の機械の補助事業と理解して、機械と

かあとはハウスを整備する事業になります。これについては農業

者のほうから要望をとりまして、そのうち採択見込みになりそう

な部分を予算計上しております。ただ、県のほうの割り当て配分

というのがありますので、その中でどうしても満額事業費が採択

されないということになりまして、今回はこの８７万７，０００

円分が減額になっているというものです。 

経営体育成の３００万円につきましても、これも当初要望をと

った中でこれぐらい採択をしてほしいなという要望を上げてい

るんですけれども、やはりこれについてもなかなかポイント制に

なっておりまして、そのポイントが非常に国のほうのポイントが

高くなっておりまして、なかなか採択要件が厳しくなったという
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部分がありまして、どうしても要望額どおりに事業が行えないと

いうのが実際のところです。 

国とか県の全体的な事業費の枠がありまして、やはりこういう

事業につきましては、農業者のほうも非常に人気が高い事業にな

りまして、要望も多いということでなかなか満額予定した分が採

択にならないのが現場です。 

以上です。 

 

 西館議長 ７番議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 そうでしょうけれども、要望を出してやるほうは一生懸命計画

を立てて恐らく要望を出しているんだろうと思うんですよね。そ

れらがこういうふうに、どれだけの規模のそれを出してこうなの

かというのはよくわからないんですけれども、マイナスになると

やる側がちょっとやる気がそがれるということで、何となくマイ

ナスになってしまうような気がするもので、ある程度ちゃんとし

た調査をして、ある面では確実にと言えばおかしいんですけれど

も、ある程度の金額はちゃんと確保できるような、それをお互い

すり合わせてもらうようなそれをしたほうが、私はやる側にとっ

てもやる気がすごく起きてくるんじゃないかなと、そういうふう

に思います。いいです。答弁要らないです。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。１番、澤上 勝議員。 

 

質疑 １番 

（澤上 勝君） 

 ２点のみ確認をします。 

 ページ数は１２ページ。雑収入の、金額的に大したことないけ

れども、雇用保険料１４万６，０００円。雇用保険料の収入とい

うのはあり得ないと私は思うんですけれども、まずその１点。 

 それからきのうから財政調整基金の話がかなり出ているんで

すけれども、その意味を課長、もう１回その目的を説明してくだ

さい。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 雇用保険料の歳入についてご答弁させていただきます。 
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（泉山裕一君） 町ではまず本人負担ということで、１，０００分の５、町の負

担ということで１，０００分の８．５という形に分かれておりま

す。それで町では本人負担分を一度歳入に入れて、町の負担分と

合わせて労働局のほうに保険料を納付しておりますので、ここの

分で１回個人負担分を受けるような形になります。 

 以上になります。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

財政調整基金のことについてお答えいたします。 

言葉にありますとおり、財政を調整するための基金でありま

す。要は財政運営上、歳入歳出調整した際に不足する分、必要と

なる分を調整するために充当する基金であります。 

 以上です。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

ちょっと言葉足らずでした。 

対象になる方は臨時職員になりますので、臨時職員の雇用保険

料の部分の歳入を受けているという形になりますので、以上にな

ります。 

 

 西館議長  １番議員。 

 

質疑 １番 

（澤上 勝君） 

 １つ確認をします。 

 普通は預かりでやってプールして払うんですけれども、役場は

収入にするということですから、金額もっと上がるんじゃないの

か。かなりの臨時の方がいるから、まず後で精査してみたほうが

いい。 

あと今財政調整基金の話でありますけれども、趣旨に沿って収

入にしたりまた最終的には余裕があれば繰り戻すということで

すから、あなた、ある議員から今一生懸命言われているけれども、

なるべくないほうがいいんでなく、やはり一旦立てかえる部分も

あるので、それは何もそれなりの話をしたほうがいいと思うんで

すよ。入れる趣旨、それから出す、全体的な財政を見た中で繰り
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入れをしているわけですよね。そのための基金ですから、それを

使って悪いという話はないはずですから、経理的にも。それから

商工会でもそういうやり方をしているし。否定されたからそれを

はいって企画財政課長が返事をして、私はならないと思う。健全

な財政は必ず財政調整基金を入れられないという理屈をあなた

方が受け入れるということに私はなると思う。私の考え方はね。

だからその辺はやはりしっかり頭を整理して、答弁するのはした

ほういいと思いますので、もう１度答弁をお願いします。 

 

 西館議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

雇用保険料ですけれども、今１４万６，０００円というのは補

正額になります。この補正分を足して確定的な数字は最後の部分

になってこないとわからないんですけれども、今この１４万６，

０００円を足しまして、予算といたしましては５７万８，０００

円ぐらいを見込んでおります。 

以上になります。 

 

 西館議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

財政調整基金のことについていろいろとご質問、ご指摘等受け

ている状況であります。 

まず財政調整基金につきましては、予算編成する際に不足する

分を繰り入れして予算のほうに充当する基金であります。基金に

頼らない予算編成をしたほうがいいというお話も先ほど私も言

いました。これは将来的なことを考えた場合の話であります。現

在は１５億か１６億ぐらい財政調整基金がありますので、崩した

りまた戻したりした形で予算編成、財政運営もできております

が、これがだんだん先細り、調整基金がだんだんなくなってきま

す。そうなりますと、将来５年後なり１０年後なり、予算編成を

組む際に大変苦しくなると。将来を見据えた場合には余り財政調

整基金に頼らない予算編成をしていったほうがいいのではない

かということであります。 

きのうもきょうも平野議員のほうから、県は財政調整基金に頼

らない予算編成をしているという話もしておりました。これは今
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の三村県政の中において、これまでの財調整基金に頼った予算編

成をしたしわ寄せが来ている関係で、財政調整基金に頼らない予

算編成を今組んでいるところであります。 

よって当町も今はいいですが、将来的に苦しくなることも想定

されますので、余り財政調整基金に頼りすぎない予算編成をすべ

きもの、したほうがいいということも考えているところでありま

す。 

 以上です。 

 

 西館議長  １番議員。 

 

質疑 １番 

（澤上 勝君） 

 雇用保険については理解できました。 

ただ財政調整基金については、これ永久多分俺は続くものだと

思っておりますから。それから全体の総予算の中の何％ですか。

それも頭に入れながら、頼らないというわけにいかないんです

よ。一旦立てかえなければならない部分は、言葉がいいのか悪い

のかわかりませんけれども、収入の確定が最終的に今の３月でな

いとある程度出ないはずですから、税金にしても滞納でも。その

ために一旦別会計から入れて立てかえをして使うという、多分理

屈があるし、全く財政調整基金を１００％入れたから使っている

はずはないから、今までの私は何年分しか見ていないけれども

ね。多分そういう会計処理をしているはずですから、これは県は

今まで使いすぎたからだと思いますよ。ある人が。それで三村県

政になって立て直すためになるべくこれを使わないように、その

分青森県の施設は２０年も３０年もおくれているんですよ。それ

も頭に入れないとやはり今の町民のためにどうやって進めるか、

県民のためにどうやって進めるか、財政も大事だけれども、やは

り将来希望ある町をどうつくるかというのも考えながら進めて、

ただただ財政調整基金がだめなんだというのは、やはりあなた方

も否定をしないとだめだと思う。以上。 

 

 西館議長  答弁はよろしいですか。 

 

 １番 

（澤上 勝君） 

いいです。 
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 西館議長  ほかに質疑ありませんか。５番、田中正一議員。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

１点のみちょっと。私は１点だけ。 

１５款の９ページなんですけれども、県補助金で農地中間管理

機構集積協力基金というのがこれ、１３２万８，０００円ほどの

減額になっていますが、幾ら来てこれが減額になっているのかち

ょっと教えてくれませんか。ここ。 

 

 西館議長  農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

お答えいたします。 

当初の予算の段階では、８６４万ほど予算計上しておりました

けれども、今年度事業を実施した結果、交付見込み予定が７３１

万１，９００円ほどになったということで、この分の減額となっ

ております。 

 以上です。 

 

 西館議長  ５番議員。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

私これ誤解して今見ているかもわかりませんけれども、我々今

中間機構として借りているわけですね、農業委員会から期間終わ

りましたよと、契約が終わりましたよと。今度農林課から中間機

構を通して借りていただけませんかということで、今現在借りて

いるわけですよ。この１カ所、１カ所、１カ所はねて借りている

わけですよね。まずそうでしょう。今まで耕作しているところが

点々としているわけですよ、我々やっているの。その我々が借り

ているところの出し手のほうにこのお金が入っていると思うん

ですけれども、まず。この集積というの、私誤解していたかもし

れませんけれども、やっぱりこの中間管理機構を通してやるので

あれば、大型機械でもうあっち行ってこっち行ってでなくて集積

してやるような、まさにこの集積協力基金、昔の団地化ですよ、

団地。こういうふうにしてやっていかないと、これからおいらせ

町の田んぼやっていくとなれば、大変なことになってくるなと私

は危惧しているわけですよ。ですから中間管理機構を通している

なら、ある程度の田の図面を見て、小前谷地地区は投げろと、蛇
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とタヌキの屋敷にしろというような形で、あとのいいところはみ

んな団地にして、みんなこうしてやっていったほうがいいのでは

ないかなと、私はそう思うんですよ。そうでなければやっぱり私

もそうなんですけれども、百石のほうに近くに三反歩離れている

んですよ、もう点々。それでも管理機構を通しているわけですよ。

六戸もそうです。管理機構を通しているんです。点々としている

んですよ。それで仲間と取りかえるかというようなお互いにやる

かということも話しているんですけれども、それも役場同士でど

うにもうまくいかないような話なんですよ。ですからおいらせ町

だけでもいいですから、ちゃんと道路歩いていれば、強い気流れ

のおいらせだ何とかって書いてあるでしょう。だから集中して田

んぼもそこならそこ、田中正一なら１０町歩なら１０町歩と、こ

ういうようなやり方の集積のもとにこうしてやらなければ、びっ

くりする、今集積協力基金といったから、どこでやっているべと

思ったの。集積で、私に言わせれば集積でないです。どう思って

いるの。どこもないんだもの、このおいらせ町で。ありますか。

その辺ちょっとお知らせください。あれば今後とも勉強してやっ

ていきたいと思っているし。 

 

 西館議長  農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

お答えいたします。 

田中議員おっしゃるとおり、農地中間管理機構の集積協力金で

すから、確かに集積した場合に交付されるという協力金もありま

すし、持っている農地を全て１０年間機構のほうに預けるという

場合には、リタイアするという意味で協力金が出ます。そちらの

協力金のほうが額は大きいんですけれども、委員おっしゃるとお

りやはり集積するのが目的でありますので、できるだけその担い

手となる農業者の方の近い農地にできるだけ集約するように担

当課、担当者についてもやっているかと思いますけれども、やは

り届け出する方々がどうしてもばらばらに来るものですから、な

かなかまとまった農地を貸し付けすることができないのが現状

でありまして、本来から言いますとそういう農地を言われますよ

うにある程度大きい単位でまとまった形でやれるようにすれば

よかったのかなとは思いますが、もう事業も５年間経過して、こ
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れから再度見直しに入るということになっていますので、その中

で今後さらによい制度になるように取り組んでいければなと思

っております。 

 以上です。 

 

 西館議長  ５番議員。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

いや大変、怒ったような話になって申しわけないんですけれど

も、私これ集積何でしてくれないのかというのは、もう我々のと

ころは田んぼやるに中間機構通してやっても限界なんですよ。集

積していただくというのは、麦にしろ大豆にしろやるには水がな

きゃならないんですよ。水が入るようになればね。ですから団地

にしてやっていけば私はいいんでないかと思う。そこの場所だけ

でも。そうすれば補助金も入ってくるでしょう、農家のほうにも。

入ってこないですか。入ってくるでしょう、大豆やれば何ぼ何ぼ

って入ってくるでしょう。助成が。今米の作付けはもう限界が来

ているんです。私にはですよ。まだこれ以上中間機構からいや、

何とかって、やってくれないかと言うからまた嫌と言われないん

ですよ。だから農林課のほうでもできたら、農業委員会のほうで

も何とかここ、今農業委員も決まったし、団地にしてここは誰々

でやってくれませんか、ここは本村営農組合でやってくれません

かと。こういうふうに我々当初やってきたようにやっていれば、

何とかこれはやっていけるのかなと思います。三本木前から赤田

前までですよ。これ点々、点々と言えばおかしいけれども、ある

人は水を引っ張る。六戸から来た人も水を引っ張る。我々の麦、

作付けしたところ、水路はＵ字構が入っていない。それを掘って、

そういう無駄な労働をやっているのよりは、ここ役場農林課、農

業委員会、みんな場所をあの図面開いてみて、コンパスを置いて

１回やってみたらどうですか。ここは麦にしよう、ここは大豆、

畑作地にしようとかというようにやらないと。それで私は集積し

てやればおいらせ町の農業も基幹産業、やっぱりおいらせはすご

いなと、私はこう思いますよ。ただただトラクターも入らない、

田植え機械も入らない、ある程度で入ってみているんですけれど

も、やっぱりそういうところもつくっていかないと、これからお

いらせ町の一次産業に未来はないと私は思っています。どうか皆
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さん頑張って今若い人たちも担い手で残ってきています。入って

きています。何とか課長、その辺のところも考えていただければ

と思います。何か町長、あれば。 

 

 西館議長  農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

お答えいたします。 

確かに田中議員の熱い思いは受けとめておきたいと思います。

確かに今水田に関しては、畑地化ということを言われましても、

なかなかブロックといいますか、分けて栽培していないというこ

とがありまして、非常に不都合が生じているというのは本村に限

らず豊栄の地区でもありますし、確かにそれをある程度水田をや

る場所は水田をやる、あるいは畑作をやるところは畑作をやると

いうことで、区切りをつけてうまくできれば一番いいなとは私も

考えます。そういったことで、来年度以降、ご承知のように人農

地プランの座談会というものを各地区ごとに開催しております

けれども、それを実質化してくださいということで国のほうで出

ています。というのは今言われたようなことを実際に図面を持っ

て行って、どういうふうにしようかというのを実際にお話ししま

しょうということをこれから本格的に始めることになっていま

すので、その中で農業委員の方も手伝いながら、あるいは農業者

の方も参加していただいて、その場でこの地域の農地をどうして

いくかというのをこれから検討していければなと思います。 

 以上です。 

 

 西館議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

田中議員の経営形態も私も相当知っているはずですし、また熱

い思いも聞きました。確かに全くそのとおりだなという部分もあ

ります。ただこの農地中間管理機構はあくまでも貸した人、借り

た人を農業委員会が、あるいは農林課があっせんしてすり合わせ

るというのがメーンでありまして、こういうふうにお金が残った

ということをご理解いただきたいと思います。 

それから田中議員の思いであります、これはやはり今からでも

遅くない、農地はやっぱり区画整理していかなければならないの
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ではないかというご提案だと思います。また、区画整理しないと

してもやはり１人なら１人の人にその１区画はもう集中して貸

し借りさせたらどうか、あるいは別の区画はまた別な人に貸すよ

うにしたらどうか、そういう部分でも農地中間管理機構をうまく

利用しなければならないのではないかという提案だと思います

ので、我々もこれから貸し借りの見直しがありましたら、あるい

は農地の図面等を見ながら、名前をつけながら拾いながら、ここ

はこうしてこの人に集中させよう、こっちはこの人に集中させよ

うと、これは田んぼだけでなく畑作にも言えることだと思います

ので、そういうことも含めて、せっかくある制度は有効に活用さ

せるように努力しますので、少し時間をくださればと思います。

よろしくお願いします。 

 

 西館議長  ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

ここで２時４５分まで休憩いたします。 

  （休憩 午後 ２時２９分） 

 西館議長  休憩を解きいて、引き続き会議を再開いたします。 

  （再開 午後 ２時４５分） 

 西館議長 

 

 次に、歳出についての質疑を受けます。 

 第１款議会費から第４款衛生費までについて質疑を受けます。 

 説明書１５ページから２６ページになります。１５から２６で

す。 

 質疑ありませんか。６番平野敏彦議員。 

 

質疑 

 

６番 

（平野敏彦君） 

 

 ６番平野です。 

 余り細かいのでやればまたいろいろな時間かかりますので、２

点だけとどめさせていただきます。 

 １点目は１７ページ、総務企画費の企画総務費の中のふるさと

応援寄附金積立金であります。４５０万円が積み立てられますけ

れども、残高見込み見ますと２，９９５万４,０００円が決算見

込みで出ております。この応援寄附金というのは逆に言ったら積

み立てしないでこの制度生かして財政運営に充てたほうがいい

と思うんですけれども、何で積み立てをしてためていくのか、こ
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このところをひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

 それから１８ページの情報製作費のところですけれども、この

元号改正に伴うシステム改修委託料がありますけれども、これに

限らず元号改正になっていろいろな町で出す納付書、さまざまな

ものが切りかえに乗って１カ月間で対応が可能かどうか、その見

通しについてお伺いをいたします。 

 それから２５ページになりますけれども、衛生費の環境衛生費

のところの負担金補助及び交付金でありますが、十和田地域火葬

費のところに絡んで今非常に私たちの地域もそうですけれども、

高齢者の死亡率が高くなっております。そういう中で十和田地域

の火葬場の混みぐあいがすごい混んでいまして、ややもすると１

週間も葬儀までの日数を要する、大変だという声が聞こえており

ます。無理をしても三沢の火葬場を使うという人が数件見られま

す。広域的については官公部門では三沢、十和田にも入っている

わけですから、私は三沢の火葬場もひとつ十和田ではなく十和田

と同じような条件で利用できるような方法ができないのか。ここ

をお聞かせいただきたいと思います。 

 

 西館議長 

 

企画財政課長。 

 

答弁 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それではふるさと応援寄附金の関係についてお答えをいたし

ます。 

 ふるさと納税、いわゆるふるさと応援寄附金の流れについてま

ずご説明をいたします。ふるさと納税につきましては一旦歳入、

収入で当該年度分を受けます。それを基金化することになりま

す。その基金化する際も二口に分かれまして、１つが一般会計分、

もう１つが奨学資金になります。今回計上している分、１７ペー

ジある分は一般会計に積み立てする分でございます。一度積み立

てをして、次年度以降それを取り崩していろいろな事業に充当す

るようにしてございます。以上です。 

 

 西館議長 

 

 総務課長。 

 

答弁 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 新元号の絡みについて基本的なところが総務課を携わってお

りまして、それで今ある程度基本的な取り決めを決めて、各課と
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共有をしております。例を挙げますと、まず予算の絡みに関して

みれば、４月末までは今の平成３１年度の当初予算という形にな

りますけれども、２０１９年５月以降は新しい元号で番号はその

まま連番にするとか、あと契約書上に関してみれば同じく４月ま

では平成で契約、５月以降に関してみれば新元号で契約していく

という形で、基本的な書類とかそういう部分の取り決めに関して

みれば総務課である程度協議した中で決めて、それで各課で共有

して使うという形になります。 

 ただ、各課で対応しているシステム関係とかそういう部分に関

してみれば、基本的には５月に間に合うような形で対応をお願い

するような形になります。以上になります。 

 

 西館議長  税務課長。 

 

答弁 

 

税務課長 

（福田輝雄君） 

 平野議員の質問で、新元号に伴う税の納付書等のことをご心配

されていたところがあったと思います。今現在、４月１日に新元

号を公表するということで国で発表されましたので、今３月末の

次年度の印刷の入札に関しては３月２５日行われるということ

ですので、業者が決まる。新年度に印刷物を発注いたしまして、

今回従来であれば納付書のところに元号が書かれて年度なり日

にちが入っていたものを、４月１日発表されるものにつきまして

は印刷のほうも何とか業者さんと打ち合わせをしながら行ける

のではないかなということで、新元号をつけた形で印刷をしてい

ただいて、５月１日の国保税、または軽自動車税の納付書が間に

合うスケジュールを組んでおりました。ただし、４月中に保険料、

介護、後期、あとは国保税の部分で途中加入された方の４月中に

納付書が発行されるものについては新元号を使うことがまだ公

布されておりませんのでできないということから、旧元号をつけ

たままでお渡しする形にはなりますが、その部分につきましては

読みかえていただくということで対応することで考えておりま

す。以上です。 

 

 西館議長  環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長  それではお答えをいたします。十和田地域広域事務組合の火葬
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 （柏崎勝徳君） 場を使用した場合においらせ町民の場合は補助金を交付して無

料で使用しているということで、それと同じ条件で三沢も使用で

きないかということのご質問だと思います。十和田広域につきま

しては、当町も一部事務組合の構成している町ということで、あ

る意味十和田広域の火葬場は町の施設の一部ということも言え

るかと思います。そういう意味で、町民が十和田の火葬場を使っ

た場合は使用料を無料しているということの認識であります。現

に、三沢、あるいは八戸の火葬場におきましても市民がそれぞれ

の火葬場を利用する場合は市民の場合は無料にしているという

ところもありますので、条件としてはそれと同じかなと。三沢、

八戸につきましても市民以外の方が利用する場合は、同じように

有料で利用しているということでおいらせ町も同じなのかなと

考えております。 

ただ、ご提案ありましたように定住自立圏でいろいろ連携をし

ながら事業をやっているということもございますので、その定住

自立圏の中でおいらせ町も無料で使用できるようにできないか

ということについては、一応相談する余地はあるのかなと思いま

す。ただ、なかなか現実としては有料にしているというところも

ありますので難しさはあるかとは思いますけれども、相談はして

みたいかなと思います。以上です。 

 

 西館議長 

 

 ６番議員。 

 

質疑 

 

６番 

（平野敏彦君） 

ふるさと応援基金についての流れはわかります。歳入で受けて

一般会計、それから奨学基金に充当しているんだということで、

そうすればこの前の予算の説明の中で決算見込み残、あの基金見

ますと２，１９５万４,０００円あるので、これはそうすると一

般会計で使えるもの、それから基金に充当するものの額というの

はわかったら教えていただきたいと思います。 

それから、新元号に伴っての対応の仕方というのは順調に取り

組みが進んでいるなと感じます。ただ、懸念されるのは４月１日

に人事異動等があっていろいろな意味で事務の申し送りとかさ

まざまなものが完全になされないとちょっとしたミステークも

発生するのではないかという、私危惧するわけで、この辺につい

ては例えば人事異動を５月１日するとか記念すべきその日に、５
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月１日に発令するとか、そういう発想もあってもいいのではない

かと思います。町長の考えをひとつお聞かせいただきたいと思い

ます。 

それから今の十和田地域の火葬場の件ですけれども、私から言

いますと非常に十和田までの遠い距離的な部分で葬儀場とか葬

儀の際に使用するバスの料金、そういうのを加味しますと三沢の

ほうの距離と十和田の距離から言って火葬料は無料でもバス代

が相当の額とられるということから言えば、そんなに三沢使って

も差がないという話もあります。町長にお願いしたいのは、今の

言う広域的に連携しているわけですから、同じ補助金を出すのだ

ったら三沢に対しても助成しますという形で対応してもらった

ほうが町民はいろいろな意味で経費的な負担、恩恵を受けると思

いますので、この辺、ひとつ町長の考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 

 西館議長 

 

 総務課長。 

 

答弁 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 人事異動のお話が出ておりましたので、最初私から答弁させて

いただきます。ご心配していただきまして大変ありがとうござい

ます。そのほかに機構改革等もございますので、今年度はいつも

でしたら２０何日に人事異動を発表しておりましたが、今年度は

１８日を予定して作業等を進めております。以前よりも１週間程

度早目な形の発表をして、職員の皆さんにも事前に準備をしてい

ただければというために対応しております。以上になります。 

 

 西館議長 

 

 企画財政課長。 

 

答弁 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 ふるさと応援寄附基金のことについてお答えをいたします。ふ

るさと納税で収入したものは当該年度中に一般会計に基金化す

るものは基金にそのまま積み立ていたしますし、奨学資金はその

まま奨学基金に積み立てします。よって、この間の議員全員協議

会のときの資料に載っておりました基金の状況、２，０００万円

ちょっとのものは一般会計に積み立てしたものということにな

ります。以上です。 
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 西館議長 

 

 町長。 

 

答弁 

 

町長 

（成田 隆君） 

 

 今総務課長が言ったとおりです。定期の人事でとかそういうの

は国民のお祝いをお祝いを別として、我々は行政として年度は４

月１日から３月３１日までということになっているので、職員も

戸惑ってはいけませんので定期異動させたいという気がしてお

ります。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

 また、火葬場につきましてももう施設つくる時点で十和田広域

に相当の負担をしてつくっている施設でありますので、もし死亡

者が多くて火葬場が足りないような事態になれば、たしか１つ休

止している火葬炉があるはずですから、そういう部分でも開設で

きないかというのは広域の会議のときは提案してみたいと思い

ますし、また、三沢、十和田を含めた広域で受け入れてくれるの

であるかどうかは別として、提案はしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。ただ、つくるときは負担していないでそう簡

単にそんなに都合よくいくのかという部分はあろうかと思いま

す。私、提案してたしか５,０００円の火葬代をただにした経緯

がありますので、三沢、八戸を利用しても５,０００円は補助と

して出せると思いますけれども、それ以外は相手があることです

から、もう少し検討しなければならないと思います。 

 

 西館議長 

 

 ６番議員、よろしいですか。 

 次に、４番髙坂隆雄議員。 

 

質疑 

 

４番 

（髙坂隆雄君） 

 ４番、髙坂です。企画費のところでお尋ねをしたいと思います。

確認なんですが、もしかすると新年度予算のところでお尋ねする

のかもしれませんが、ここでまず確認をさせていただきたいと思

います。 

 先般の行政報告の中で八戸圏域連携中枢都市圏ビジョンの変

更についてというのがありまして、３事業が追加になるというこ

とだったので、この追加になるのはいつからなのか。今年度の途

中からなのか新年度からなのか、その辺お知らせください。 

 

 西館議長  企画財政課長。 
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答弁 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 新年度の４月以降になります。以上です。 

 

 西館議長 

 

 再質問、よろしいですか。 

 次に、１番澤上 勝議員。 

 

質疑 

 

１番 

（澤上 勝君） 

 ちょっと確認ということで、１６ページの財産管理費の中の積

立金、公共施設のもの５，０００万円なわけですけれども、これ

は今の補正ですからトータルで１億円なのか資料全体を見れば

わかるはずですけれども、その確認をお願いします。 

 あと、次の１７ページの１９区分のところのバスの補助金です

けれども、これは実績に応じてふえるという確認でよかったの

か。それからあのバスの件でありますけれども、新年度の計画は

練っていると思うんですけれども、この前も私、ちょうど百石地

区に車を置いたものですから朝８時１５分のバスに乗ったら、相

変わらず満杯のバスですよね、高校生乗っていますから。あるお

母さんがいて、たまたま俺バッジつけていた、外すのを忘れてい

たから。議員さんですよねということで話をしたら、この朝のバ

スはいつも混んで何となく大変だという話もしていたし、その人

は役場に申告に行くということで２回目だと、前の日何かの資料

を忘れてまた行くと。そういう足のない弱者にどう優しくしてあ

げるのか。それから回数の話もまたしていましたので、その辺も

どう検討しているのか。それから、たまたま六戸に私車置いたか

ら六戸のバスがちょうど私の家のところから８時１５分ごろ大

体主体は高校生が乗っているんですけれども、それに乗っていっ

たらある高校生から六戸高校に通っている人です。これからどこ

へ行くんですか、進学どうするんですかと言ったら、調理科の専

門学校に行く。それなら百石高校に入ったらよかったのではない

かと私ちらっと言った。百石高校のバスが混んでいるので嫌で六

戸に行っているという生徒の素直な声ですから、その辺も受けと

めていただければということで、たまたまバスにもう３回も乗っ

てみたんですけれども、そういうことがいろいろありますので、

たまに誰か乗ってみたほうが私はいいと思います。それはつい

で。 

 それから次の１９ページの総務のところの仮想デスクトップ

構築委託料、説明したかと思うんですけれども、この中身を簡単
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に教えていただければと思います。 

 それから次の洋光台の分譲用の測量の委託料の１６５万３,０

００円減でありますけれども、これは総額が幾らでこのぐらい減

額になっているのか教えていただければと思います。以上です。 

 

 西館議長 

 

 企画財政課長。 

 

答弁 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 全て当課でお答えをいたします。答弁漏れ等ありましたらご指

摘をお願いいたします。 

 まず、１６ページの公共施設整備基金積立金の関係でございま

す。こちらは平成２４年度から毎年度１億円積み立てしているも

のであります。平成２９年度が終了した時点でちょうど６億円で

す。３０年度につきましては、今回３月補正で５，０００万円が

初めてであります。 

 それからバスの関係です。１７ページ、下のほうの三沢百石バ

ス路線維持費補助金、それから八戸バス路線維持費補助金のこの

２つの関係であります。こちらは十和田観光電鉄で幹線道路を公

共交通維持のために路線バスを走らせておりますが、その運行経

費に損失が生じた場合、わかりやすく言いますと赤字が出た場合

にその分を国・県沿・線市町村で負担する。その負担する際は乗

降人員で案分するというものであります。こちらも実績になりま

すので、ちょっと年度とずれますが１０月から始まっての９月末

までということになります。それぞれ三沢百石については三沢を

発車してずっと百石の３３８をずっと下がってくる路線であり

ますし、八戸バスについては十和田を出発して国道４５号線を通

って八戸まで行く路線であります。そのうちのおいらせ区間内の

バスの乗降人員に応じて関係市町村で案分するという形になっ

てございます。 

 それから先ほど町民バスの件、何点かご指摘等いただきまし

た。今年度春に一度バスの見直しをいたしました。毎年度青い森

鉄道のダイヤ改正にあわせて、あと、町民バスのバス路線のさま

ざま苦情等あるところもあわせて見直し等をしているところで

あります。確かに今年度春見直しした後にさまざま苦情等、要望

等受けておりましたので、それらを踏まえまして、またこの３月

に青い森鉄道でダイヤ改正する予定でありますので、それにあわ
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せて今十和田観光電鉄と調整しているところであります。４月す

ぐとはなりませんが、５月なり６月なり、年度変わって早い時期

に青い森鉄道のダイヤ改正にあわせた町民バス路線のちょっと

した見直しを行おうと思っております。 

 いかんせん、ただ、見直しをしますと今まで乗っていた方がま

たふぐあいが生じるという形で、全ての方にちょうどよくという

のはなかなか難しいものがありますが、なるべく今年度出た御要

望、苦情等をいただいた中でできる限りのことを考えて、来年度

早い時期に見直しする予定でおります。 

 それから、１９ページです。情報政策の関係で仮想デスクトッ

プ構築委託料の内容であります。この仮想デスクトップと言いま

すのが平成２９年度にさかのぼりますが、官公庁等で使っている

ネットワークを強靭化しようとさまざまなウイルス対策等を、強

いウイルス対策等を講じなければならないということでネット

ワークの３層化というものを行いました。官公庁だけでネットワ

ークを結ぶＬＧＷＡＮというもの、それから役場内で住民情報等

そういう基幹システムを行うもの、それから通常の外部のインタ

ーネットと結ぶもの、この３つの区分けをいたしました。その中

で外部のネットワークは非常にウイルスに感染する危険性が高

いということで、この部分だけはここに書いてありますとおり仮

想デスクトップというシステム上の仕組みをつくって運用して

いるところであります。これをもっとライセンスをふやさなけれ

ば、要は利用できる端末数をもっとふやさなければ使い勝手が悪

いということで、今般これをライセンスをふやすための委託を今

回計上したものであります。 

 洋光台団地の関係の分譲用地測量業務委託料であります。こち

らは軟弱地盤の関係であります。公募、これまで３回ぐらいやり

ましたが、結局応募者がなくて成約までは至っておりませんが、

これがもし成約等できてきちんと民間事業者で利用することが

可能となった際にきちんとその土地を測量して、まだ測量してい

ませんでしたので、ちゃんと測量するために委託料として当初予

算措置したものであります。よって、全く応募者がなかったので

全額、当初予算で措置したもの全額を今回減らすというものであ

ります。以上です。 
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 西館議長 

 

 １番澤上 勝議員。 

 

質疑 

 

１番 

（澤上 勝君） 

 バスについてはできるだけ利用者の利便を考えて、それから高

齢者の方々、足のない方々の利用度の高い方々の分を考慮した中

で設定していただければと思うし、ただ、朝だけは１台では足り

ないような気がするので、その辺も含めてやっていただければと

お願いをしておきます。 

 分譲用地は全く売れないから予算を使えなかったという解釈

でよろしいと思うんですけれども、今後の見通しをどう考えてい

るのか。その辺、もし答えられたらお願いします。以上。 

 

 西館議長 

 

 １点でいいんですね、１点だけ。質問は。質問１点。 

 企画財政課長。 

 

答弁 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

 洋光台団地の軟弱地盤の民間事業者による利用の関係であり

ます。これまで３回募集しましたが、いずれもありませんでした。

最初の１回目、２回目は当初の、済みません、金額忘れましたが

１億五、六千万円ぐらいでやっていたと思います。それを、３回

目は値下げをして１億円でやって応募者がありませんでした。そ

の時期もつい先日、たしか１月末までだったと思います。まだ３

回目終わったばかりでありますので、その１億円のままでもう１

回行くのか、もしくはまた引き下げするのか、今年度末でありま

すのでまた年度変わりましたら新体制でいろいろ協議、相談して

みたいと思っております。以上であります。 

 

 西館議長 

 

 １番議員。 

 

質疑 

 

１番 

（澤上 勝君） 

 これについては前の町長さんに私は多分議会の中で厳しいこ

とを言っているはずですから、なかなか私が思ったとおり進んで

いないとしているわけですけれども、成田町長さんはそれを引き

継いだわけですから、町長さんはどう考えているのか。その辺の

考え方を教えて。 

 

 西館議長 

 

 町長。 
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答弁 

 

町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。私とすれば課長は大変公有財産ですからできる

だけ高く売りたいという気持ちを持ってなかなか値下げしない

んですけれども、私はもう何年かかっても売れないような土地だ

ったら幾らなら買ってくれるという逆提案してもひとつのアイ

デアではないのかという気がしているんですけれども、それは法

的に許されるかどうか別として、内部ではそういう話もしている

ということをまずもってお知らせしておきます。そして、それで

もなければもうどうしようもない、売却という考えそのものをや

めてしまわなければならないのかなという気もしておりますの

で、もう少し前々から塩漬けというんですか何といいますか、売

れない土地を幾らで売るというよりも、澤上議員もわかっている

とおり、もうこの辺の土地そのもの、地価があってないような状

態になっているのが現状でありますので、つくるときは幾ら幾

ら、あるいは仕入れ、買ったときは幾ら幾らというもともとの原

価というんですか、そういうのを忘れないとなかなか売れ残った

土地は売れないのではないかという思いはしておりますので、経

済は動くわけですから、この辺の農地でも山林でも買い手がつか

ないような状態で、どうしても売りたければ幾らなら買ってくれ

るというのが現状ですので、公共用地といってもそういう考え方

にかえざるを得ないのかなと気がしております。ただ、それは私

の思いで、議員の方々が許してくれるかは別問題です。そういう

ことも含めて考えていることはいろいろあるということをお知

らせしておきます。 

 

 西館議長 

 

 ほかに質疑ありませんか。７番 山 忠議員。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 山です。１つだけお聞きいたします。１６ページの区分の１

４、バスの借り上げ料なんですけれども、これは補正としてのそ

れで１８１万円６,０００円となっていると思うんですが、これ

の年間の使用料が幾らぐらいかかっているのかと、それからそれ

によっての利用回数がどれぐらいになっているかを教えて頂け

ますか。 

 

 西館議長  総務課長。 
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答弁 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 バスの利用という形で、年間どれぐらいかかっているかという

部分なんですが、まずバス自体は動く形によって単価で契約して

おります。時間当たり単価とキロ当たり単価で１回動いた分をこ

の２つのものを加味して行います。まず、簡単にご説明しますと

６時間で５０キロメートル走った場合は６時間に大型バスの場

合は５，１６０円を掛けて、５０キロメートルに対してみれば大

型の１４０円を掛けて、それを足した金額で３万７，９６０円と

いう形……。（「そういう細かいのではなくて、年間どれくらいか

かっているのか」の声あり） 

 大変失礼いたしました。それでしたら、年間の部分に関してみ

れば去年の実績しかございません。２，８９０万円程度になって

おります。利用回数も去年の実績にはなるんですが、全部で５４

３台が年間で動いております。今回補正に上げさせていただいた

のは１月末の時点で前回と同じ５４３台を超えていましたので、

その分で補正対応をさせていただきました。以上になります。 

 

 西館議長 

 

 ７番議員。 

 

質疑 

 

７番 

（ 山 忠） 

 

 これは各団体に対しての利用回数などは決めていると思うん

ですけれども、今３回になっていると思いますが、そうですか。 

 

 西館議長 

 

 総務課長。 

 

答弁 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 利用回数は議員おっしゃるとおりになっておりますが、教育現

場、学校等で使う場合に関してみれば今年度は利用回数の制限を

しておりませんので、小学校・中学校で使ったものが今回ちょっ

と大きい伸びになっているのは実情でございます。以上になりま

す。 

 

 西館議長 

 

 ７番議員。 

 

質疑 

 

７番 

（ 山 忠君） 

 利用回数を制限していない。けれども、各団体では３回までだ

という話はもう既定事実みたいにはなっているんですけれども、

前のときには４回までは使えたんだけれども。でも、それが３回

になってしまって活動にある面では支障が来しているという話
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も出ているのは出ているんですけれども、ただ、３回でと経費の

関係があるでしょうから３回までというのであればそれで通す

のであれば通してもいいと思いますけれども、そこら辺を徹底し

てほしいと思うんですけれども、いかがですか。 

 

 西館議長 

 

 総務課長。 

 

答弁 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 そういう形で行わせていただきたいと思います。それから、来

年度に向けて小学校・中学校にもある程度利用回数を協議いたし

まして、幾らか学校ごとには若干違うんですけれども、定めさせ

ていただきましたので、皆さんのほうで何かとご協力をしていた

だければ非常に助かります。以上になります。 

 

 西館議長 

 

 ほかに質疑ありませんか。１４番松林義光議員。 

 

質疑 

 

１４番 

 

 今のバスの利用回数ですけれども、前町長が確かに議会かある

会合で４回まで使わせます、４回までと私は認識をしておりま

す。今教育現場で利用回数は制限していませんと。それは今初め

て聞きました。我々保育園とか団体が使うのは３回のものが４回

まで使わせますという話ではなかったですか。確認いたします。 

 

 西館議長 

 

 総務課長。 

 

答弁 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 申しわけございません。私も自信がなくなってきましたので、

改めて各団体の利用回数は再度確認した上で、後刻ご答弁させて

いただきたいと思います。 

 

 西館議長  ほかにありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、第１款から第４款までについての質疑を終わりま

す。 

 次に、第５款労働費から第１０款教育費までについての質疑を

受けます。 

 説明書２７ページから３５ページになります。 

 質疑ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、第５款から第１０款までについての質疑を終わり

ます。 

 以上で歳出全款についての質疑を終わります。 

 次に、第２表繰越明許費、第３表債務負担行為補正、第４表地

方債補正並びに給与費明細書、債務負担に関する調書、地方債に

関する調書についての質疑を受けます。 

 議案書の７７ページから８０ページ、説明書３７ページから４

２ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、給与費明細書、債務負担に関する調書、地方債に

関する調書についての質疑を終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３０号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第３０、議案第３１号、平成３０年度おいらせ町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。環境保健課長。 

 

当局説明 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、議案第３１号についてご説明申し上げます。議案書

の８１ページから８３ページ、別冊特別会計補正予算に関する説

明書の１ページから１０ページになります。 

 本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０８１万円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億９，７０７万７,０

００円とするものであります。 
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 歳出の主な内容につきましては、支出見込み額の精査により保

険給付費を減額するほか、収入支出財源調整により基金積立金を

増額するものであります。 

 歳入の主な内容につきましては、収入見込み額の精査により県

支出金を減額するほか、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金を

増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長  説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出全款及び給

与費明細書についての質疑を行います。質疑は事項別明細書によ

り行います。特別会計補正予算に関する説明書３ページから１０

ページになります。 

 質疑ありませんか。１番澤上 勝議員。 

 

質疑 

 

１番議員 

（澤上 勝君） 

 １つだけ確認ですけれども、５ページ、退職被保険者等の療養

給付費です。１，５００万円の減額でありますけれども、これを

簡単に説明。 

 

 西館議長 

 

 環境保健課長。 

 

答弁 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。退職被保険者等療養給付費等につきまし

ては、退職制度が平成２６年度末で制度が終了しております。そ

の際に退職制度の対象者になっている方につきましては６５歳

に到達するまでの間は退職被保険者制度で運用されるというこ

とになっており、年々対象者が減ってきている状況であります。

３１年度で対象者がなくなるのではないかという、現在見込みで

ございます。つきましては、対象者が減ってきているということ

がございまして、給付費が減になっていると、予算に対して減に

なっているということでございます。以上です。 

 

 西館議長 

 

 １番議員。 

 

質疑 

 

１番議員 

（澤上 勝君） 

 余分ですけれども、ある程度数字を予測できるような気がする

けれども、その辺は。予測ができるような気がするけれども、１，
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５００万円という大きな金額が減になっているから、今のだと多

分コンピューターにそれなりの年齢でみんなインプットされて

いるはずだから、ある程度逆算をできるような気がするんですけ

れども、その辺はどうですか。 

 

 西館議長 

 

 環境保健課長。 

 

答弁 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 お答えをいたします。こちらにつきましては、今回平成３０年

度の実績から、今後予算要求の段階での今後の３カ月分の１月、

２月、３月の３カ月分の……、失礼しました。１２、１、２月の

３カ月分の診療報酬等を推計をいたしまして、結果的に支出の見

込み額を１，５６０万円程度ということで見込んでおりまして、

当初では３，３００万円という予算を計上しておりました。その

差額分として今回１，５００万円の減額ということでございま

す。当初の見込みそのものが過大であったというところもあるか

もしれませんし、予想に反して給付が少なかったということでの

減額であろうかと思っております。以上です。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入歳出全款及び給与費明細書についての質疑を

終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３１号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第３１、議案第３２号、平成３０年度おいらせ町奨

学資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とい
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たします。 

 当局の説明を求めます。学務課長。 

 

当局説明 

 

学務課長 

（柏崎和紀君） 

 

 それでは、議案第３２号についてご説明申し上げます。議案書

の８４ページから８６ページ、特別会計補正予算に関する説明書

の１１ページから１５ページをごらんください。 

 本案は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３万

１,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を１，８５７万６,

０００円とするものであります。 

 その内容について申し上げますと、歳出については預金利子の

確定及び３件の寄附金があったことにより基金積立金を１３万

１,０００円増額するものであります。 

 一方、歳入におきましては預金利子収入を１,０００円及び寄

附金収入を１３万円増額するほか、貸付金収入を１１８万４,０

００円増額し、それに伴い基金繰入金を減額調整するものであり

ます。 

  以上で説明を終わります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款に

ついての質疑を行います。質疑は事項別明細書により行います。

説明書１３ページから１５ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３２号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま
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 した。 

 次に、日程第３２、議案第３３号、平成３０年度おいらせ町公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。地域整備課長。 

 

当局説明 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 

 議案第３３号についてご説明申し上げます。 

 議案書の８７ページから９０ページ、別冊の補正予算に関する

説明書の１７ページから２３ページをごらんください。 

 本案は既定予算の総額から４９７万３,０００円を減額し予算

の総額を１０億９，５８４万９,０００円とするものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出では流域下水道維持管理費

の精査に伴い負担金を増額し、汚水升設置工事等の精査により建

設事業費を減額し、歳入では一般会計繰入金及び事業債を減額す

るものであります。なお、第２表地方債補正につきましては事業

費の確定見込みによる借り入れ額の限度額を変更するものであ

ります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款及

び地方債に関する調書についての質疑を行います。質疑は事項別

明細書により行います。説明書１９ページから２３ページになり

ます。 

 質疑ありませんか。１番澤上 勝議員。 

 

質疑 

 

１番議員 

（澤上 勝君） 

 １９ページ、歳入のところでありますけれども、ここの項目の

中で受益者分担金、受益者負担金、２種類あります。その中身の

違いです。それから使用料の中で、これは補正の分は２５６万８,

０００円、滞納分ということで記載をされておりますけれども、

全体的滞納は幾らあるのか。全部負担金も全部滞納金ですよね、

多分、補正。全体的に幾らあるのか。それから、例えば何カ月滞

納すれば公共のこれがストップになるのかならないのか。利用で

す。その辺。それから現実的にストップになったのかあるのかな

いのか。その部分、お願いします。 
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 西館議長  答弁お願いします。地域整備課長。 

 

答弁 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 初めに受益者分担金と負担金についてご説明いたします。受益

者負担金とは下水道整備区域内における都市計画区域内の方々

に負担していただくものが負担金になります。都市計画区域外に

おける負担していただく方々が分担金というふうに扱っており

ます。２９年度の末現在での受益者分担金の滞納額１３万４,０

００円、受益者負担金５３万３,０００円、使用料２７６万８,

０００円という形になっております。以上になります。 

 それと、滞納して何カ月で例えばストップするのかというお話

がありましたが、下水道等の業務担当して長いことありますけれ

ども、これまでも例えば滞納者についてのそういう停止というも

のについていろいろ事例等を調べてみましたが、公共的な部分で

利用者が最低限受けられるサービスということの考えのもと、あ

とは例えばストップした際にその水があふれて環境上問題にな

るという部分から、事例とすれば全国的にもほとんどないという

結果です。ですから、当町においてもそれに伴ったような形での、

例えば管に栓をして使用を停止するような措置というのはこれ

までとったことはないということでご理解ください。 

 

 西館議長 

 

 １番議員。 

 

質疑 

 

１番議員 

（澤上 勝君） 

 理解はしますけれども、一番長期にわたって滞納している方で

どのぐらいの方が例えばあるんでしょう。 

 

 西館議長 

 

 地域整備課長。 

 

答弁 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 滞納等については時効が５年となりますので、長期にわたっ

て、極端な話５年ぐらい払っていないという方もあります。そう

いった方々についても一応分納という形で幾らかでも納めても

らうような形で訪問等、また電話等しながら取り組みはしている

という状況であります。以上になります。 

 

 西館議長  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、歳入歳出全款及び地方債に関する調書についての

質疑を終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３３号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第３３、議案第３４号、平成３０年度おいらせ町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。地域整備課長。 

 

当局説明 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 

 議案第３４号についてご説明申し上げます。議案書の９１ペー

ジから９３ページ、別冊の補正予算に関する説明書の２５ページ

から２８ページをごらんください。 

 本案は既定予算の総額から６５万円を減額し、予算の総額を１

億２，８１９万１,０００円とするものであります。 

 その主な内容につきましては、歳出ではマンホールポンプ等施

設更新工事費の精査により建設事業費を減額し、歳入では一般会

計からの繰入金を減額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。これから第１表歳入歳出予算補正のうち

歳入歳出とも全款についての質疑を行います。質疑は事項別明細

書により行います。説明書２７ページから２８ページになりま

す。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 西館議長 

 

 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

 初めに原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３４号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第３４、議案第３５号、平成３０年度おいらせ町介

護保険特別会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。介護福祉課長。 

 

当局説明 

 

介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 それでは議案第３５号についてご説明申し上げます。議案書の

９４ページから９６ページ、補正予算に関する説明書の２９ペー

ジから４３ページになります。 

 本案は既定予算の総額から１億４，９０１万１,０００円を減

額し、予算の総額を２２億４，３７０万９,０００円とするもの

です。 

 その主な内容でありますが、歳出では執行見込み額の精査によ

り２款保険給付費及び３款地域支援事業費を減額し、一方歳出で

は１款保険料を減額、交付決定見込み及び歳出の減額に応じて３

款国庫支出金、４款支払い基金交付金、５款県支出金、７款１項

一般会計繰入金を減額、財源調整として２項基金繰入金を増額す

るものであります。以上で説明を終わります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款及

び給与費明細書についての質疑を行います。質疑は事項別明細書

により行います。説明書３１ページから４３ページになります。 

 質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 西館議長 

 

 なしと認め、歳入歳出全款及び給与費明細書についての質疑を

終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３５号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、日程第３５、議案第３６号、平成３０年度おいらせ町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。環境保健課長。 

 

当局説明 

 

環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、議案第３６号についてご説明申し上げます。議案書

の９７ページから９９ページ、別冊特別会計補正予算に関する説

明書の４５ページから５０ページになります。 

 本案は既定予算の総額に歳入歳出それぞれ５０３万２,０００

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，９２５万５,

０００円とするものであります。 

 歳出の主な内容につきましては、支出見込み額の精査により後

期高齢者医療広域連合納付金を増額するものであります。歳入の

主な内容につきましては、収入見込み額の精査により後期高齢者

医療保険料を増額するほか、一般会計繰入金を減額するものであ

ります。以上で説明を終わります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。 

 これから第１表歳入歳出予算補正のうち歳入歳出とも全款に

ついての質疑を行います。質疑は事項別明細書により行います。

説明書４７ページから５０ページになります。 

 質疑ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

 以上で本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３６号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長 

 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 ここで総務課長より７番 山議員からの質疑について答弁漏

れがあり、答弁したいとの申し入れがありましたので、これを許

します。総務課長。 

 

答弁 

 

 

 

 

 

総務課長 

（泉山裕一君） 

 先ほど一般会計の補正予算に伴いましてバスの利用回数のご

質問が出ておりました。団体が使用するバスの利用回数は年間に

使うのは何回かということで、私３回とお答えしましたが、４回

以内が正しい回数になります。間違った答弁を行ったことをおわ

びいたします。大変申しわけございませんでした。 

 

 西館議長 

 

 私も間違いました。松林義光議員の質問に対する答弁です。失

礼いたしました。 

 それでは、次に日程第３６、議案第３７号、平成３０年度おい

らせ町病院事業会計補正予算（第４号）についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明を求めます。病院事務長。 

 

当局説明 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

 それでは、議案第３７号についてご説明申し上げます。議案書

の１００ページから１０１ページをごらんください。 

 本案は収益的収入及び支出の既決予定額を３８万５,０００円

増額し、予算の総額を１０億２２６万円とします。 

 資本的収入は６２５万８,０００円減額し収入予算を３，９２
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７万円とし、資本的支出を３７８万３,０００円減額し支出予算

を６，４８２万４,０００円とするものであります。 

 別冊の事項別明細書をご用意ください。５１ページから５５ペ

ージとなります。 

 その主な内容につきましては、５２ページの収益的支出では１

目給与費７万１,０００円を増額し、２目材料費給食材料費で４

０万円を増額するものであります。５１ページの収益的収入では

入院患者数の減による入院収益の１，９４９万６,０００円を減

額と、一般会計からの他会計負担金１，９９８万９,０００円を

増額するものであります。 

 ５４ページの資本的支出では医療器械等購入費用３４１万４,

０００円と工事費３６万９,０００円を減額するものでありま

す。５３ページの資本的収入では企業債６２０万円を減額するも

のであります。 

 説明は以上であります。 

 

 西館議長 

 

 説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。本案については説明書と議案書によ

り一括で質疑を行います。説明書５１ページから５５ページ、議

案書１００ページから１０１ページになります。 

 質疑ありませんか。６番平野敏彦君。 

 

質疑 

 

６番議員 

（平野敏彦君） 

 １点だけお伺いします。予算書の５１ページですけれども、入

院収益が１，９００万円減額になっております。その分、補助金

が入って他会計の補助金で補塡されているようですけれども、こ

のままでいきますと今もう３月ですから、３０年度の収支見込み

というのは予測できていると思いますけれども、わかったら教え

ていただきたいと思います。 

 

 西館議長 

 

 病院事務長。 

 

答弁 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

 

 それでは、６番平野議員にお答えいたします。 

 １月末の段階での入院患者・外来患者数でいくと約１，０００

人ほどずつ減少しております。以前にもご質問を受けた部分でこ

こ数年、２年ほど赤字決算を続けておりまして、入院患者が１年
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ごとに増減を繰り返しております。去年は増加してことしは、３

０年は減少という年に当たっている部分もありまして１，０００

人ぐらい、今月の状況では９００人ぐらいになるかもしれません

が、その人数での見込みでいきますと総額で４，０００万円ほど

の赤字の見込みが出ております。以上になります。 

 

 西館議長 

 

 ６番議員。 

 

質疑 

 

６番議員 

（平野敏彦君） 

 昨年も同じ質問したときには、大体とんとんか黒字ということ

の答弁でありましたけれども、実質赤字、２年連続の赤字計上に

なった。ことしはさらにまたその予想を上回る赤字になる見込み

だということであります。私は非常に病院経営というのは一長一

短に改善できないものだということはわかりますけれども、企業

努力というのは現場だけではなく開設者である町長を筆頭に、い

ろいろな形で努力しなければならないのではないかと私は思い

ます。というのは、町の関連する環境保健課とか介護福祉課、い

ろいろなものと連携をしながら収入を得る方策をとっていかな

ければなかなか他の医療機関の先端的な技術の取り組み、周辺の

病院の環境がいろいろな形で改善されて整備されておりますか

ら、人口が減っていく中でなかなか容易ではないという思いがし

ます。そういう意味では、この辺、改めて町長の経営に対する認

識を伺って終わりたいと思います。 

 

 西館議長 

 

 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 前回もお話ししたと思いますけれども、まずもって３年連続赤

字というのは、私にとっても想定外のことでありまして、しから

ばどうしてそうなっているんだということは局長とも相談して

いるんですけれども、余り局長も原因がわからないという感じ

で、私は事業を起こすもの、やるものはほとんど幾らでもいいか

らプラスになるのが経営者ではないのかという気がしておりま

して、私が果たして経営者か、開設者にはなっておりますけれど

も経営者が私かな、あるいは院長かな、事務長かなという立場が

微妙な部分もありまして、確かに院長を使用している立場ではあ

りますけれども、自由自在に操れるかというとそういう部分もま
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た難しいところがあって、余り厳しくやっても経営能力のない人

を置いてもなかなかできないし、また、それを無理に強引に使お

うとするとやめました、逃げていきますということになるとまた

病院の経営が成り立たない。本当にジレンマに陥っているのが現

状でありまして、開設者ではありながら経営者、ＣＥＯというん

ですか、最高責任者という立場はありますけれども、しからば会

社で言う社長に当たるのかという部分ですと難しい立場かなと

いう気がしておりますので、これから現事務長が退職しますの

で、新しいまたそれなりの経営手腕のたけた事務長をできるだけ

配属して、そういう部分で見直しができるかできないかを含めて

監視をしながら話を聞きながらいい方向に向けて努力はしたい

と思っていますので、もう少し来年の決算を見てくださればと思

います。よろしくお願いします。 

 

 西館議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３７号について採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 西館議長  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

日程終了の 

告知 

西館議長  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 以上で本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の 

報告 

西館議長  あした１３日議案熟考のため休会し、明後日１４日は午前１０

時から予算特別委員会を開き、付託された議案の審査をお願いい

たします。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－９５－ 

散会宣告 西館議長  本日は、これで散会いたします。 

 

  （散会時刻 午後 ３時５２分） 

 

 事務局長 

（小向正志君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 
 


